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提   出  課 財政課

上越市手数料条例の一部改正について

1 改正理由

建築基準法の一部改正を受け、新設 された許可及び認定の申請手数料を定めるほか、

新潟県が実施 した建築物の確認 申請手数料等の額の改定にあわせて手数料を見直すな

ど、所要の改正を行 うもの

2 主な改正内容

(1)第 1条 の規定による上越市手数料条例の一部改正

建築審査会の同意の取得 を要 しない場合における用途地域等における建築等許可

申請手数料その他の建築基準法の一部改正により新設 された許可及び認定の申請手

数料を定める。 (第 2条第 51号、第 91号―第 93号関係 )

(21 第 2条の規定による上越市手数料条例の一部改正

ア 建築物に関す る確認 申請等の証明手数料を 1件につき 500円 とする。 (第 2

条第 35号関係 )

イ 新潟県が実施 した建築物の確認 申請手数料等の額の改定にあわせて、手数料の

額を引き上げる。 (第 2条第 36号一第 44号関係 )

(制 その他文言を整備す る。

3 施行期 日

次に掲げる区分に応 じ、次に定める日

2(1)の 改正及び 2□ の改正のうち、 2(1)の 改正に伴 う文言整備 建築基準法の一

部を改正する法律 (平成 30年法律第 67号)の施行の日又はこの条例の公布の日

のいずれか遅い日

2(制 の改正の うち、工業標準化法の一部改正に伴 う文言整備 令和元年 7月 1日

2図の改正及び 2131の 改正のうち、 20の改正に伴 う文言整備 令和元年 10月
1日

4 上越市手数料条例改正案新 旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市手数料条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

(1)

(2)

(3)

第 1条の規定による改正案 改  正  前

(手数料 の種類及 び金額 )

第 2条 略

(1)～ (501 略

(51)用 途地域等 にお ける建築等許 可 申請手

数料  1件 につ き 20万 円 (建築基準法

(昭 和 25年 法律第 201号 )第 48条

第 16項 の規定 に よ り同条第

15項 2塁空二上全童 見の聴取及び同意

(手数料 の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ 150)略

|,1)用 途地域等 にお け る建築等許 可申請手

数料  1件 につ き 18万 円 (建 築基準法

(日召不口25年 法律第 201号 )第 48条
第 15項 た だ し書 の規 定 に よ り同項本

文 の規定が適用 され ない
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第 1条 の規定による改正案 改  正  前

の取得を要 しない許可に係 る申請にあっ

ては 10万 5, 000円 、同項の規定に

よる同意 の取得 を要 しない許 可 に係 る申

請 にあっては 14万 円 )

(5を )～ 190)略

('II 既存 の一 の建築物 について二以上 の工

事に分けて工事を行 う場合 (用 途 の変更

に伴 う工事 菱行 場合 を含 む。 )の 全 体

計画に係 る認定又は変更認定の申請手数

料  1件 につき 2万 7, 000円
(92)建築物の用途 を変更 して興行場等 とし

て使 用す る こ 滋の許 可 申請手数料  1件
につき 12万 円 (季節的に設 ける興行場

等 と して使用す るこ との許可 に係 る申請

にあっては、 2万 円) (追加 )

]〕 律 築 物 の 用 深 カ 画 して 特 別 輿 行 場 等

として使用することの許可申請手数料

1件 につ き 16万 円 (追加 )

(,1)～ (〕 イ1 略

(981 長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 100号 に掲げる手数

料を徴収す る場合を除 く。) 1件 につ

き、第 96号 の表の左欄に掲げる当該 申

請に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

める額に 2分 の 1を乗 じて得た額を申請

す る戸数 で 除 して 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住 宅変更認 定手数料 の額」 とい

う。 )

(991～ III‖ 略

IIIJ 略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替 えて適用す る第 102号 アに規

定する場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請Jを 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 102号 イに規

定する場合 同号イV)か ら(ウ)ま でに規

定する額にそれぞれ 2分の 1を 乗 じて

許 可 に係 る申請 にあっ

ては、 9万 円

(52)～ (90)略

(91)既存の一の建築物について二以上の工

事に分けて工事を行 う場合

の全体

計画に係 る認定又は変更認定の申請手数

料  1件につき 2万 7, 000円

(9D～ (9働 略

(9,)長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 98号  に掲 げ る手数

料 を徴収する場合を除 く。) 1件 につ

き、第 94号の表の左欄に掲げる当該申

請に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

める額に 2分の 1を 乗 じて得た額を申請

す る戸数 で除 して得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住宅変更認 定手数料 の額 Jと い

う。 )

(91)～ 1〕‖ 阻各

‖〕射 略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 10Q号 アに規

定する場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 100号 イに規

定する場合 同号イ伊)か ら(ウ)ま でに規

定する額にそれぞれ 2分の 1を乗 じて
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第 1条の規定 による改正案 改  正  前

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

111討 ～ III樹  略

11lЫ  建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計 画 の認 定 の 申請手数料 ( 第 111号 に

掲げる手数料 を徴収す る場合を除 く。 )

1件 につき、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネルギー消費性能向上計画認定手

数料の額」 とい う。 )

ア～ ウ 略

‖Iい及び||||1 略

|||" 略

ア 床面積 を増加 しよ うとする場合 増

加 を しよ うとす る床 面積 に応 じて隻

109 ▽ は前号    と同 じ方法で

算出 した額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替 えて適用す る第 109号 アに規

定す る場合  同号 アに規定す る額 に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満 の端数 が ある ときは、 当

該端数 を切 り上げた額 )

ウ  「申請 」 を 「変更 の認定の申請」 と

読み替 えて適用す る第 10 9号イ に 規

定す る場合  同号イ に規定す る額 に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満 の端数 が ある ときは、 当

該端数 を切 り上げた額 )

工  「申請 Jを 「変更 の認定の 申請」 と

読み替 えて適用す る第 1 09号 ウに規

定する場合 同号 ウに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

|||‖ ～ |IIⅢ

II〕‖ 行政不服審査法 (平成 26年 法律第

68号 )そ の他の法律に基づ く審理員、

審査庁又は上越市行政不服審査会による

提出書類の写 し等の交付に関する手数料

日本産業規格 A列 3番以下の大きさの

用紙 1面 につ き、次 に掲げる区分 に応

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

||〕 研～ ||〕 け 略

111, 建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 109号 に

掲げる手数料を徴収する場合 を除 く。 )

1件につき、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネルギー消費性能向上計画認定手

数料の額」とい う。 )

ア～ ウ 略

11‖ 及び‖‖‖ 略

‖|け 略

ア 床面積を増加 しよ うとす る場合 増

加 を しよ うとす る床 面積 に応 じて第

107号 又は第 109号 と同 じ方法で

算出 した額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 107号 アに規

定す る場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請Jと

読み替えて適用する第 107号 イに規

定する場合 同号イに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 107号 ウに規

定す る場合 同号 ウに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

1111～ 11‖

‖〕‖ 行政不服審査法 (平成 26年 法律第

68号 )そ の他の法律に基づ く審理員、

審査庁又は上越市行政不服審査会による

提出書類の写 し等の交付に関する手数料

日本工業規格 A列 3番以下の大きさの

用紙 1面 につ き、次 に掲げ る区分 に応
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第 1条の規定による改正案 改  正  前

じ、次に定める額。ただ し、写 し等の作

成 に特別の経費を要す るときは、その実

費額 とする。

ア及びイ 略

1〕け 略

(手数料の減免 )

第 5条  略

(1)略

切 略

ア 第 2条第 106号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 107号 に規定する計画変

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条 第 108号 に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

工 第 2条第 130号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第_131号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

俗)～ 俗)略
2及び 3 略

じ、次に定める額。ただ し、写 し等の作

成 に特別の経費を要するときは、その実

費額 とする。

ア及びイ 略

11‖  略

(手数料の減免 )

第 5条 略

(1)略

切 略

ア 第 2条第 104号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 105号 に規定す る計画変

更に係 る建築物エネル ギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条第 106号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該 当証明書交付手数料

工 第 2条第 128号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第 129号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

131～ 16)略
2及び 3 略

例 第 2条 の規定による上越市手数料条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

(手数料の種類及び金額 )

第 2条  略

(1)～ (31)略

(〕6)建築物に関す る確認 申請等の証明手数

料  1件 につき 500円     (追 加 )

llll 建築物に関す る確認 申請手数料 (次 号

に掲 げ る手 数 料 を徴 収 す る場 合 を除

く。) 1件 につき、次の表に定める額

500平 方 メ ー トル を 超 え
1,000平方 メー トル 以 内の も 58,000円

床面積の合計 手数料の額

30平方 メー トル以内の もの 8,000円

30平 方 メー トル を超 え 100平
方 メー トル以 内の もの

15,000円

100平 方 メー トル を超 え 200
平方メー トル以 内の もの

21,000円

200平 方 メー トル を超 え 500
平方 メー トル 以内の もの

32,000円

(手数料の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ (31)略

llll 建築物に関する確認申請手数料 (次 号

に掲 げ る手数料 を徴 収 す る場 合 を除

く。) 1件 につき、次の表に定める額

500平 方 メ ー トル を超 え
1,000平 方メー トル以内のも 34,000円

床面積の合計 手数料の額

30平方 メー トル以内の もの 5,000円

30平方メー トルを超え100平
方メー トル以内のもの

9,000円

100平 方 メー トル を超 え200
平方メー トル以内のもの

14,000円

200平 方 メー トル を超 え 500
平方 メー トル以内のもの

19,000円
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

83,000円
1,000平 方 メ ー トル を 超 え

2,000平 方 メー トル 以 内 の も

の

207 0002,000平 方 メー トル を超 え l

万平方 メー トル以 内の もの

326,000円1万 平 方 メー トル を超 え 5万

平方 メー トル以 内の もの

583,000円5万 平 方 メー トル を超 え る も

の

の

備考 略

(3イ1 昇降機に係 る部分が含 まれ る建築物に

関す る確認 申請手数料 前号に規定する

額 に、昇降機 1基につ き、久の表に定め

る額を加算 した額

昇降機の区分 加算する額

昇降機 を設置す
る場合

昇降機 14,000円

小 荷 物 専
用 昇 降機

8,000円

確認 を受けた昇
降機の計画の変
更をして昇降機
を設置す る場合

昇降機 8,000円

小 荷 物 専
用 昇 降機

5,000円

(18)略

ア 建築設備 を設置す る場合 (イ に掲 げ

る場合 を除 く。 ) 000円

(小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ つ て は 、

8 000

イ 確認 を受けた建築設備の計画の変更

を して建 築 設 備 を設 置 す る場 合

8, 000円 (小荷物専用昇降機にあ

っては、

|〕 91 略

ア エ作物 を築造す る場合 (イ に掲 げ る

場合を除 く。 ) 1万 3,000円

イ 確認 を受 けた工作物 の計画の変更 を

し て 工 作 物 を 築 造 す る 場 合

7, 000円

佃0)建 築 物 に関 す る完 了検 査 申請 手数 料

(次 号に掲 げ る手数料 を徴収す る場合 を

除 く。 ) 1件 につ き、次に定 める額

ア 特定工程 に係 る工事 の完 了検査 申請

次の表 に定 める額

1万 4,

O

100
200

メ

メ

方
方

平
平

― トル を超 え
― トル 以 内の 21,000円

手数料の額床面積の合計

13,000円30平 方 メー トル以 内の

もの

16,000円
30平 方 メー トル を超 え

100平方 メー トル 以 内の

もの

の

備考 略

136)昇 降機に係 る部分が含まれ る建築物に

関す る確認 申請手数料 前号に規定す る

額に、昇降機 1基につき、次の表に定め

る額を加算 した額

昇降機の区分 加算する額

昇降機 を設置す
る場合

昇降機 9,000円

小荷 物 専
用 昇 降機

4,000円

確認 を受けた昇
降機 の計画の変
更を して昇降機
を設置する場合

昇降機 5,000円

小 荷物 専
用昇 降機

3,000円

(31)H各

ア 建築設備 を設置す る場合 (イ に掲 げ

る場合 を除 く。 ) 9,000円

(小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、

4,000円 )

イ 確認を受けた建築設備の計画の変更

を して建 築 設備 を設 置 す る場 合

5, 000円 (小荷物専用昇降機にあ

って は、 3,OOO円 )

(181 略

ア エ作物を築造す る場合 (イ に掲げる

場合 を除 く。 ) 0円

イ 確認 を受 けた工作物 の計画 の変更 を

し て 工 作 物 を 築 造 す る 場 合

4,000円
(39)建 築物 に関す る完了検査 申請手数料

(次 号に掲げる手数料を徴収す る場合を

除く。) 1件 につき、次に定める額

ア 特定工程に係 る工事の完了検査申請

次の表に定める額

8, 00

メ
メ

方
方

平
平

― トル を超 え
― トル以内の 15,000円

100
200

1,000平 方 メ ー トル を 超 え

2,000平 方 メー トル 以 内 の も
の

48,000円

2,000平 方 メー トル を超 え 1

万平方 メー トル以内の もの
140,000円

1万 平 方 メー トル を超 え 5万

平方 メー トル以内の もの
240,000円

5万 平方 メー トル を超 える も
の

460,000円

床面積の合計 手数料の額

30平方 メー トル以内の

もの
9,000円

30平方 メー トル を超 え
100平方 メー トル以 内の

もの
H,000円
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第 2条の規定による改正案 第 1条 の規定による改正後

メ
メ

方
方

平
平

― トル を超 え
― トル以 内 の

200
500

もの
30,000円

500平方 メー トル を超 え
1,000平 方 メー トル 以 内
の もの

50,000円

1,000平 方 メー トル を超
え 2,000平方 メー トル 以
内の もの

67,000円

2,000平方 メー トル を超
え 1万平方 メー トル以 内
のもの

150,000円

1万 平方メー トルを超 え
5万平方メー トル以内の
もの

239,000円

5万平方メー トルを超 え
るもの

460,000円

もの

備考 略

イ その他の完了検査 申請 次の表に定

める額

床面積の合計 手数料の額

30平方 メー トル以 内の
もの

14,000円

30平方 メー トル を超 え
100平方メー トル以内の
もの

17,000円

100平方 メー トル を超 え
200平方 メー トル以 内の

もの
23,000円

200平 方 メー トル を超 え
500平 方 メー トル以 内の

もの
32,000円

500平方 メー トル を超 え
1,000平 方 メー トル 以 内
の もの

52,000円

1,000平 方 メー トル を超
え 2,000平方 メー トル以
内の もの

71,000円

2,000平方 メー トル を超
え 1万平方 メー トル以 内
の もの

160 000

1万 平方 メー トル を超 え
5万平方 メー トル 以 内の

もの
249,000円

5万平方メー トル を超 え
るもの

469,000円

備考 略

llll 昇降機 に係 る部分が含まれ る建築物に

関する完了検査申請手数料 前号に規定

する額に、昇降機 1基につき、次の表に

定める額を加算 した額

昇降機の区分 加算する額

昇降機 20,000円

小荷物専用昇降機 13,000円

“" 
建築設備 に関する完了検査申請手数料

1の建築設備につき 2万 円

(小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、

も の

備 考 略

イ その他 の完 了検査 申請 次の表 に定

める額

床面積の合計 手数料の額

30平 方 メー トル以 内の
もの

10,000円

30平 方 メー トル を超 え
100平方メー トル以内の
もの

12,000円

100平 方 メー トル を超 え
200平方 メー トル以 内の

もの
16,000円

200平方 メー トル を超 え
500平方 メー トル 以内の

もの
22,000円

500平方 メー トル を超 え
1,000平方 メー トル以 内
の もの

36,000円

1,000平 方 メー トル を超
え 2,000平方 メー トル以
内の もの

50,000円

2,000平方 メー トル を超
え 1万平方 メー トル以 内
の もの

120,000円

1万平方 メー トル を超 え
5万 平方 メー トル 以内の

もの
190,000円

5万平方メー トル を超 え
るもの

380,000円

備考 略

llll 昇降機 に係 る部分が含 まれる建築物に

関する完了検査申請手数料 前号に規定

す る額に、昇降機 1基につき、次の表に

定める額を加算 した額

昇降機の区分 加算する額

昇降機 13,000円

小荷物専用昇降機 8,000円

ll ll 建築設備に関する完了検査申請手数料

1の建築設備につき 1万 3, 000円
(小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、

200平方メー トル を超 え
500平方メー トル以内の
もの

21,000円

500平方メー トルを超 え
1,000平方メー トル以内
のもの

35,000円

1,000平方 メー トル を超
え 2,000平方 メー トル以
内の もの

47,000円

2,000平 方 メー トル を超
え 1万平方 メー トル以 内
の もの

110 000

平方 メー ト

平方 メー ト
えゝ
の

超
内

を
以

ル
ル

万

万

の

１

５

も

180,000円

5万平方メー トル を超 え
るもの

370,000円
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第 2条の規定による改正案 第 1条 の規定 による改正後

1万 3,000円 )

(43)工 作物 に関す る完 了検査 申請 手数料

1の 工作物 につき 1万 5, 000円
(141 建築物に関す る中間検査 申請手数料

1件につき、次の表に定める額

中間検査を受ける建築物の

部分の床面積の合計
手数料の額

30平方メー トル以内のもの 12,000円

30平方 メー トル を超 え 100平
方 メー トル以 内の もの

15,000円

100平方 メー トル を超 え200
平方メー トル以内のもの

21,000円

200平 方 メー トル を超 え500
平方メー トル以内のもの

28,000円

500平 方 メ ー トル を 超 え

1,000平 方 メー トル 以 内 の も
の

46,000円

1,000平 方 メ ー トル を超 え
2,000平 方 メー トル以 内の も
の

62,000円

2,000平 方 メー トル を超 え 1

万平方 メー トル以 内の もの
140,000円

1万 平 方 メー トル を超 え 5万

平方 メー トル以内の もの
219,000円

5万 平 方 メー トル を超 え る も
の

409 000

佃6)～ (9イ1 略

(98}略

ア 第 36号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

(9〕}長 期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 に掲 げ る手数

料 を徴収す る場合 を除 く。 ) 1件 につ

き、第 97号 の表の左欄 に掲 げる当該 申

請 に係 る建築物 の区分 に応 じ、同表 に定

め る額 に 2分 の 1を 乗 じて得 た額 を申請

す る戸 数 で 除 して得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住 宅変更認定手数料 の額 Jと い

う。 )

1,研 略

ア 第 36号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

37 に規定す る昇 降機 に係 る部

101号

イ

8,000円  )

理 工作物に関する完了検査申請手数料

1の工作物 につ き 円9, 000

lll 建築物に関す る中間検査申請手数料

1件 につき、次の表に定める額

中間検査を受ける建築物の
部分の床面積の合計

手数料の額

30平 方 メー トル以 内の もの 9,000円

30平 方 メー トル を超 え 100平
方 メー トル以 内の もの

11,000円

100平 方 メー トル を超 え 200
平方 メー トル 以内の もの

15 000

200平方 メー トル を超 え500
平方 メー トル以 内の もの

20,000円

500平 方 メ ー トル を 超 え
1,000平方 メー トル 以 内 の も
の

33,000円

1,000平 方 メ ー トル を 超 え
2,000平 方 メー トル 以 内 の も
の

45,000円

2,000平 方 メー トル を超 え 1

万平方 メー トル以 内の もの
100,000円

1万 平 方 メー トル を超 え 5万
平方 メー トル以 内の もの

160,000円

5万 平 方 メー トル を超 え る も
の

330,000円

(11)～ |,61 略

(97)略

ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

幽 長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 100号 に掲げる手数

料を徴収する場合を除 く。) 1件 につ

き、第 96号の表の左欄 に掲げる当該 申

請に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

める額に 2分 の 1を 乗 じて得た額を申請

す る戸 数 で 除 して得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住宅変更認 定手数料 の額」 とい

う。 )

(〕 研 略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 6 に規定す る昇降機 に係 る部
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分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

|IIII～ (I〕 研 略

||〕$ 略

ア 第 36号に規定する建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号 に規定する昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

11耐  略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 103号 ア に規

定す る場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 103号 イに規

定す る場合 同号イV)か ら(ウ )ま でに規

定す る額 にそれぞれ 2分 の 1を 乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数 を切 り上げた

額)を合算 した額

|11耐  略

ア 第 36号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 37号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

‖‖‖～ 111齢  略

‖Iい 建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 112号 に

掲げる手数料を徴収する場合 を除 く。 )

1件につ き、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネル ギー消費性能向上計画認定手

数料の額」 とい う。 )

ア～ウ 略

1111 略

|||" 略

ア 第 36号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 37号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

111耐 ～1,〕 略

||〕 研 略

ア 第 35号に規定する建築物に係る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

1111 略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 102号 アに規

定す る場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満 の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「中請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 102号 イに規

定す る場合 同号イいか ら(ウ)ま でに規

定す る額にそれぞれ 2分 の 1を乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

||〕討 略

ア 第 35号に規定する建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定する昇降機に係る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

|11‖ ～ lit‖ 略

l ll 建築物省エネ法第 29条第 1項 の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 111号 に

掲げる手数料を徴収する場合 を除 く。 )

1件 につき、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネルギー消費性能向上計画認定手

数料の額」とい う。 )

ア～ウ 略

||1研 略

||||1 略

ア 第 35号に規定する建築物に係る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機に係 る部
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分が含 まれ る建築物に係 る中出を行 う

場合 同号に規定する額

|II射  略

ア 床面積を増加 しよ うとする場合 増

加 を しよ うとす る床 面積 に応 じて第

109号 又は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請Jと

読み替えて適用する第 109号 アに規

定する場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請Jと

読み替えて適用す る第 109号 イに規

定す る場合  同号イ に規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じ て 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満 の端数 がある ときは、 当

該端数 を切 り上げた額 )

工  「申請」 を 「変更 の認定の 申請」 と

読み替 えて適用す る第 109号 ウに規

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条第 108号 に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

定する場合 同号 ウに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

||1針  略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機に係る部

分が含まれ る建築物 に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

|||‖ ～ ||〕い 略

(手数料の減免 )

第 5条 略

(1)略

(21 略

ア 第 2条第 106号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条 第 107号 に規定す る計画変

分が含 まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

|II研  略

ア 床面積を増加 しようとする場合 増

加 を しよ うとす る床 面積 に応 じて隻

▽ は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替 えて適用す る第 110号 アに規

定す る場合 同号ウに規定す る額 に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

|1111 略

ア 第 36号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 37号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

||1討 ～ III‖  略

(手 数料の減免 )

第 5条  略

(1)略

(動 略

ア 第 2条第 107号 に規定す る建築物

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条第 109号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

110

定する場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 1 10号 イ に 規

定する場合 同号イに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 110号 ウに 規

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 に規定す る計画変108号
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第 2条の規定による改正案 第 1条 の規定による改正後

工 第 2条第 131号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第 132号 に規定する適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

(9～ (6)略

2及び 3 略

工 第 2条第 130号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第 131号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

(3)～ (6)略

2及び 3 略
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上越市手数料条例改正に係る改正建築基準法の概要

O条例第2条第51号

「用途地域等における建築等許可申請手数料」関係

※手数料 140,000円 Q勤日)その他、県の手数料額との統一

※法第48条第16項 用途規制の適用除外に係る手続きの合理化

1 現行制度

【原則】建築物の建築は、用途地域による制限に適合していなければならない。

【特例】特定行政庁が当該用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて、あ

らかじめ、その許可 (以下「特例許可」という。)にかかる利害関係者による意見の聴取

と経玉遠盆ロェ農纂甕査会2回童と餐【証亘上とと2については適用外とする。

また、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転を行う場合であって、一定の基準に

適合するものは、意見の聴取及び同意の取得を要せず、特例許可をすることができる。

2改正内容

【特例】第一種低層住居専用地域等において、日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は

振動の発生その他の事象による住環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定め

る措置が講じられているものの建築について特例許可する場合にあっては、意見の聴取を

経て許可することができる。

<政令で定める建築物のイメージ (国案)>
・コンビニエンスス トア (第一種低層住居専用地域等)

。自動車修理工場 (第一不重イ主居‐地域等)

。学校給食センター (第一種中高層住居専用地域等)

<省令で定める基準のイメージ (国案)>
(例)コ ンビニエンスストアの場合

・敷地は9m以上の道路に接すること
。床面積は200ポ以内とすること

・室外機等の騒音を一定基準以下とすること
。深夜営業を行う場合は、一定の電灯等について照度以下とすること 等

≪改正前≫
申  請

≪改正後≫
申  請

公開意見聴取

特例許可

公開意見聴取

特例許可

尋じ

鬱

◇建築審査会の同意

特例許可の実績の

蓄積があるものに

ついて、一定の建

築物で、かつ、一定

の基準に適合する

ものについては、

建築審査会の同意

を不要とする。
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○条例第2条第91号

「既存の一の建築物について三以上の工事に分けて工事をイ市 場合の全体計画認定又は変更認定

の申請手数料」関係

※手数料 27,000円 Q勤日)

※法第87条の2用途変更に係る全体全体計画認定の導入による制限の緩和

1現行制度
・既存の建築物について用途を変更する場合には、その用途変更に伴つて現行基準に適合させ

るための改修工事を、一度に行うことが必要となる。 (段階的・計画的な改修が可能である

のは、増改築等を伴う場合の統 )

2改正内容

・増改築等を伴わない用途変更についても、特定行政庁が「全体計画」を認定することで、段

階的・計画的な改修を可能とする。

O条例第2条第92号、第93号

「建築物の用途を変更して興行場等又は特別興行場等として使用する許可申請手数料」関係

※手数料 120,000円 Q勤日)160,000円 Q勤日)

※法第87条の3第5項、第6項 一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和

1現行制度
・現行の仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物の許可におけ

る法の一部の適用除外を認める制限の緩和については、新築等が前提であり、既存建築物を

一時的に転用づ
~る

場合の緩和規定がない。

2改正内容
・既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合について、仮設

建築物を建築する場合 (法第85条第5項、第6項)と 同様に、法の一部の適用除外を認めるこ

ととする。

仮設建築物の許可の場合と同様に、建築物の用途を変更して興行場等 (興行場、博覧会建築

物、店舗その他これらに類するものをいう。)とする場合における当該興行場等について安
令 r、 防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、 1年以内の期間を定めて、当該建築物

を興行場等として使用することを許可することができる。

。また、建築物の用途を変更して特別興行場等 (国際的な規模の会議又は競技会の用に供する

ことその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。)とする

場合における当該特別興行場等について安令 卜、防火上及び衛生上支障がなく、かイう、公益

上やむを得ないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合には、 1年を

超えることができるようにする。
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 85号

提  出  課 税務課

上越市市税条例等の一部改正について

1 改正理由

平成 31年度税制改正に伴 う地方税法等の一部改正を受け、個人市民税の非課税措

置の対象に単身児童扶養者を加 えるほか、軽 自動車税環境性能割の税率を所定の期間、

軽減する措置を講ずるなど、所要の改正を行 うもの

2 主な改正内容

(1)第 1条の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 個人市民税の寄附金税額控除に係 る申告の特例について、適用対象を特例控除

対象寄附金 とすることに伴い規定を整備する。 (第 24条の 2関係 )

イ 住宅借入金等特別税額控除に係 る特別特定取得を した場合の控除期間の拡充及

び住宅借入金等特別税額控除に係 る申告要件の廃上に伴い規定を整備す る。 (附

則第 5条 の 3の 2関係 )

ウ 特例控除対象寄附金を支出 し、申告特例通知書が送付 された場合に、申告特例

控除額の適用があるものとする規定を整備する。 (附則第 7条の 2関係 )

工 軽 自動車税の重課の規定について、令和元年度に限つたものとし、平成 29年
度分の軽課を削除する規定を整備する。 (附則第 12条の 3関係 )

121 第 2条 の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 個人市民税に係 る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、単

身児童扶養者の記載事項を追加することに伴い規定を整備す る。 (第 29条の 2、

第 29条の 3関係 )

イ 軽 自動車税環境性能割を非課税 とする臨時的軽減の規定を整備する。 (附則第

12条の 2の 2関係 )

ウ 軽 自動車税環境性能割の税率を 1%減 とす る臨時的軽減の規定を整備する。

(附則第 12条の 2の 7関係 )

工 軽 自動車税種別割の重課の規定について整備 し、令和 2年度分及び令和 3年度

分の軽 自動車税種別割の軽課の規定を新設する。 (附則第 12条の 3関係 )

131 第 3条の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 個人市民税の非課税措置の対象に単身児童扶養者を加 えることに伴い規定を整

備する。 (第 15条関係 )

イ 令和 4年度分及び令和 5年度分の軽 自動車税種別割の軽課の対象について、電

気軽 自動車等に限る規定を整備する。 (附則第 12条の 3関係 )

14)第 4条 の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例 (平成 28年上越市

条例第 48号)の改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (第 1条の 2中止越市市税条

例附則第 12条の 2の 6関係 )

□ 第 5条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例 (平成 30年上越市

条例第 33号 )の 改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (第 1条 中上越市市税条例第

45条 関係 )
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16)第 6条 の規定による上越市都市計画税条例の改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (附則第 2項、附則第 3項、

附則第 14項関係 )

3 施行期 日

公布の日。ただ し、次に掲げる改正は、それぞれ次に定める日から施行する。

(1)212)イ から工までの改正 令和元年 10月 1日

121 212)ア の改正 令和 2年 1月 1日

131 2俗 )ア の改正 令和 3年 1月 1日

14)2131イ の改正 令和 3年 4月 1日

4 上越市市税条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(寄附金税額控除 )

第 24条 の 2 所得割の納税義務者が、前年

中に法第 314条 の 7第 1項第 1号及び第

2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金

若 しくは金銭 (第 1号 か ら第 9号までに掲

げるものについては、それぞれ県内に事務

所又は事業所 を有す る法人又は団体に対す

るものに限る。)を 支出 した場合 には

、同項に規定す るところによ り控除すべ

き額 (当 該納税義務者が前年中に同条第 2

項に規定す る特例控除対象寄附金 を支出 し

た場合にあっては、当該控除すべき金額に

特例控除額を加算 した金額。以下 この項に

おいて 「控除額」 とい う。 )を その者の第

22条 第 1項及び前条の規定を適用 した場

合の所得割の額か ら控除す るもの とす る。

この場合 において、当該控除額が当該所得

割の額 を超 えるときは、当該控除額は、当

該所得割の額に相当す る金額 とす る。

(1)～ &0 略

2 前項の特例控除額は、法第 314条 の 7

第 11項 (法附則第 5条 の 6第 2項の規定

に よ り読 み 替 え て適 用 され る場 合 を含

む。 )に 定めるところによ り計算 した金額

とす る。

附 則

(個 人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除 )

第 5条 の 3 略

第 5条の 3の 2 平成 22年度か ら令和 15

(寄附金税額控除 )

第 24条 の 2 所得割の納税義務者が、前年

中に法第 314条 の 7第 1項第 1号及び第

2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金

若 しくは金銭 (第 1号か ら第 9号までに掲

げるものについては、それぞれ県内に事務

所又は事業所を有す る法人又は団体に対す

るものに限る。)を 支出 した場合において

は、同項に規定す るところによ り控除すべ

き額 (当 該納税義務者が前年 中に同項第 1

号に掲げる寄附金       を支出 し

た場合にあつては、当該控除すべ き金額 に

特例控除額を加算 した金額。以下この項 に

おいて 「控除額」 とい う。)を その者の第

22条第 1項及び前条の規定を適用 した場

合の所得割の額か ら控除す るもの とす る。

この場合において、当該控除額が当該所得

割の額を超 えるときは、当該控除額は、当

該所得割の額に相当する金額 とす る。

(1)～ 1101 略

2 前項の特例控除額は、法第 314条 の 7

第 2項  (法附則第 5条 の 6第 2項の規定

に よ り読 み 替 え て適 用 され る場合 を含

む。)に 定めるところによ り計算 した金額

とする。

附 則

(個 人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除 )

第 5条の 3 略

第 5条 の 3の 2 平成 22年度か ら平成 43
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改  正  案 改  正  前

年 度 までの各年度分 の個 人 の市民税 に限

り、所得割の納税義務者 が前年分の所得税

につ き租税特別措置法第 41条 又は第 41

条の 2の 2の 規定の適用 を受 けた場合 (居

住年 が平成 11年か ら平成 18年 まで又は

平成 21年 か ら令和 3年  までの各年 であ

る場合 に限る。)に おいて、前条第 1項 の

規定の適用 を受けない ときは、法附則第 5

条の 4の 2第 5項 (同 条第 7項 の規定によ

り読み替えて適用 され る場合 を含む。 )に

規定す るところによ り控除すべ き額 を、当

該納税義務者の第 22条 及び第 24条 の規

定を適用 した場合の所得割の額か ら控除す

る。

2 前 項 の規 定の適用 が

(削 除 )

あ る場合 にお ける

第 25条 及 び第 25条 の 2第 1項の規 定の

適 用 につ いては、第 25条 中 「前 2条 」 と

あ るのは 「前 2条並び に附則 第 5条 の 3の

2第 1項」 と、同項 中 「前 3条 」 とあ るの

は 「前 3条 並び に附則 第 5条 の 3の 2第 1

年度 までの各年 度分 の個 人の市民税 に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第 41条 又は第 41
条の 2の 2の規定の適用を受けた場合 (居

住年が平成 11年か ら平成 18年まで又は

平成 21年 か ら平成 33年 までの各年であ

る場合 に限る。)に おいて、前条第 1項の

規定の適用 を受けない ときは、法附則第 5

条の 4の 2第 6項 (同 条第 9項の規定によ

り読み替えて適用 され る場合 を含む。)に

規定す るところによ り控除すべ き額を、当

該納税義務者の第 22条及び第 24条の規

定を適用 した場合の所得割の額か ら控除す

る。

2 前項の規定は、次に掲げる場合に限 り適

用する。

(1) 前項の規定の適用を受けようとする年

度分の第 28条 第 1項 の規定による申告

書 (そ の提出期限後において市民税の納

税通知書が送達 され る時までに提出され

た もの及 びそ の時 まで に提 出 され た第

29条 第 1項の確定申告書を含む。)に
租税 特別 措置法第 41条 第 1項 に規定す

る住 宅借入金等 特別税額控 除額 の控除 に

関す る事項の記載がある場合 (こ れ らの

申告 書 にその記載 が ない こ とについてや

むを得ない理 由があると市長が認める場

合を含む。 )

(2) 前 号 に揚 tず る場 合 の ほか 、節 電 の岬 宰

の滴 用 花受 け よ うとす る年度の初 日の属

す る年 の 1月 1日 現 在 にお い て法 第

317条 の 6第 1頂の規定 に よって給 与

支払報告書を提 出す る義務がある者か ら

給与の支払を受 けている者であつて、前

年中において給与所得以外の所得を有 し

なか った イぅの が 、前年分 の所得税 につ き

和 紳 特 男!1措 置 決 算 41 築 の 2の 2の 都 市

の適用 を受けてい る場合

3 第 1項 の規定の適用がある場合における

第 25条及び第 25条 の 2第 1項の規定の

適用については、第 25条 中 「前 2条 」 と

あるのは 「前 2条 並びに附則第 5条 の 3の

2第 1項」 と、同項 中 「前 3条」 とあるの

は 「前 3条並びに附則第 5条 の 3の 2第 1
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改  正  案 改  正  前

項」 とす る。

(寄 附金税額控除 にお け る特例 控 除額 の特

例 )

第 5条 の 4 第 24条 の 2の規 定 の適用 を受

ける市民税 の所得割 の納税 義務者 が、法第

314条 の 7第 11項第 2号若 しくは第 3

号に掲げる場合に該当す る場合又は第 22
条第 2項に規定す る課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税 山林所得金額 を有 し

ない場合であつて、当該納税義務者の前年

中の所得について、附則第 12条 の 3の 3

第 1項 、附則第 12条 の 4第 1項 、附則第

13条第 1項 、附則第 14条第 1項、附則

第 14条 の 2第 1項、附則第 14条の 3第

1項又は附則第 14条の 8第 1項 の規定の

適用を受けるときは、第 24条 の 2第 2項

に規定す る特例控除額は、同項の規定にか

かわ らず、法附則第 5条 の 5第 2項 (法 附

則第 5条 の 6第 2項 の規定によ り読み替 え

て適用 され る場合 を含む。)に 定めるとこ

ろにより計算 した金額 とする。

(個 人の市民税の寄附金税額控除に係 る申

告の特例等 )

第 7条  法附則第 7条第 8項に規定す る申告

特例対象寄附者 (次 項において 「申告特例

対象寄附者」 とい う。)は 、当分の間、第

24条 の 2第 1項及び第 2項 の規定によ り

控除すべき金額の控除を受けよ うとす る

場合には、第 28条第 4項の規定による申

告書の提出 (第 29条 の規定によ り当該 申

告書が提出 された もの とみな され る所得税

法第 2条第 1項第 37号 に規定す る確定申

告 書 の提 出 を含 む。 )に 代 え て 、 法 第

314条 の 7第 2項 に規定す る特例控除対

象 寄附金 (以 下 この項及 び次条 において

「特例控除対象寄附金  」 とい う。)を
支 出す る際、法附則第 7条 第 8項 か ら第

10項 までに規定するところによ り、特例

控除対象寄附金 __を 受領す る墾道府県の

知事又は市町村若 しくは特別 区の長 (次 項

≧び第 3項において 「都道府県知事等」 と

い う。 )に 対 し、同条第 8項に規定す る申

告特例通知書 (以 下この条において 「申告

特例通知書」 とい う。)を 送付す ることを

項」 とす る。

(寄 附金税額控除における特例控除額の特

例 )

第 5条 の 4 第 24条 の 2の 規定の適用 を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第

314条 の 7第 2項第 2号 若 しくは第 3

号に掲げる場合に該 当す る場合又は第 22
条第 2項 に規定す る課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税 山林所得金額 を有 し

ない場合であつて、当該納税義務者の前年

中の所得 について、附則第 12条の 3の 3

第 1項、附則第 12条 の 4第 1項 、附則第

13条 第 1項、附則第 14条第 1項、附則

第 14条 の 2第 1項、附則第 14条の 3第

1項又は附則第 14条 の 8第 1項 の規定の

適用を受けるときは、第 24条 の 2第 2項

に規定す る特例控除額は、同項の規定にか

かわ らず、法附則第 5条 の 5第 2項 (法 附

則第 5条 の 6第 2項 の規定により読み替 え

て適用 され る場合 を含む。)に 定めるとこ

ろにより計算 した金額 とす る。

(個 人の市民税の寄附金控除額 に係 る申

告の特例等 )

第 7条  法附則第 7条第 8項 に規定する申告

特例対象寄附者 (次 項 において 「申告特例

対象寄附者」 とい う。 )は 、当分の間、第

24条 の 2第 1項及び第 2項の規定によっ

二控除すべき金額の控除を受けよ うとす る

場合には、第 28条第 4項 の規定による申

告書の提出 (第 29条 の規定によ り当該 申

告書が提出されたもの とみな され る所得税

法第 2条第 1項第 37号 に規定す る確定 申

告 書 の提 出 を含 む。 )に 代 え て、 法 第

314条 の 7第 1項 1号 に掲 げ る寄附金

(以 下 この項及 び次条 において

「地方 団体 に対す る寄附金 」 とい う。 )を
支 出す る際 、 法 附 則 第 7条 第 8頂 か ら第

10頂 まで に規定す る ところに よ り、地 方

団体に対す る寄附金 を受領す る地 方 体 の

____に 対 し、 同条第 8項 に規 定す る申

告特例通知書 (以 下 この条 において 「申告

特例通知書」 とい う。 )を 送付す ることを
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改  正  案 改  正   前

求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付

の求め (以 下 この条において 「申告特例の

求め」 とい う。)を 行 つた申告特例対象寄

附者 は、当該 申告特例の求めを行 つた 日か

ら賦課期 日までの間に法附則第 7条第 10

項第 1号 に掲げる事項に変更があつた とき

は、同条第 9項 に規定す る中告特例対象年

(次 項 にお いて 「申告特例対象 年 」 とい

う。)の 輩年の 1月 10日 までに、当該 申

告特例の求めを行つた都道府県知事等に対

し、法施行規則で定めるところによ り、当

該変更があった事項その他法施行規則で定

める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等

は、申告特例対象年の翌年の 1月 31日 ま

でに、法附則第 7条第 10項の規定により

申請書 に記載 された当該 申告特例 の求めを

行 つた者の住所 (同 条第 11項 の規定によ

り住所の変更の届出があつた ときは、当該

変 更後 の住所 )の 所在地 の市町村 長 に対

し、法施行規則で定めるところによ り、申

告特例通知書を送付 しなければな らない。

4 略

第 7条 の 2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年 中に特例控除対 寄 附 ◆ を支 出

し、かつ、当該納税義務者 について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付が

あつた場合 (法 附則第 7条第 13項 の規定

によ りなかつたもの とみなされ る場合を除

)に は   、法附則第 7条 の 2第 4

項 に規 定す る ところによ り控 除す べ き額

を、第 24条 の 2第 1頂及び第 2項の規定

を適用 した場合の所得割の額か ら控除す る

もの とする。

(法附則第 15条 第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条 の 2 略

2 略

3 法 附 則第 15条 第 33項 第 1号 ノr

す る設備 につ いて同号 に規定す る条例 で定

める割合 は、 3分 の 2と す る。

法 附則 第 15条 第 33項 第 1号 口に規定

す る設備 につ いて同号に規定す る条例 で定

に規 定

く。

4

求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付

の求め (以 下この条において 「申告特例の

求め」 とい う。)を 行 つた申告特例対象寄

附者は、当該申告特例の求めを行 つた 日か

ら賦課期 日までの間に法附則第 7条第 10
項第 1号 に掲げる事項に変更があつた とき

は、同条第 9項 に規定す る申告特例対象年

(次 項 にお いて 「申告特例対象年」 とい

う。)の 翌年の 1月 10日 までに、当該 申

告特例 の求 めを行 った地 方 団体 の長  に対

し、法施行 規則 で定 め る ところに よ り、 当

該 変更 が あつた事項 その他 法施行規則 で定

める事項 を届 け出なけれ ばな らない。

3 申告特例 の求 めを受 けた地方 団 の 長

は、申告特例対象年の翌年の 1月 31日 ま

でに、法附則第 7条第 10項の規定によ り

申請書に記載 された当該 申告特例の求めを

行つた者の住所 (同 条第 11項の規定によ

り住所の変更の届出があつた ときは、当該

変更後 の住所 )の 所在 地 の市町村長 に対

し、法施行規則で定めるところにより、申

告特例通知書を送付 しなければならない。

4 略

第 7条 の 2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に地方団体に対す る寄附金を支出

し、かつ、当該納税義務者について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付が

あつた場合 (法 附則第 7条 第 13項 の規定

によりなかつた ものとみなされ る場合 を除

く。)に おいては、法附則第 7条 の 2第 4

項 に規 定す る ところに よ り控除すべ き額

を、第 24条 の 2第 1項及び第 2項の規定

を適用 した場合の所得割の額か ら控除す る

ものとする。

(法 附則第 15条 第 2項 第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条 の 2 略

2 略

附則第 15条 第 32項 第 1号イに規 定3 法

す る設備 について同号 に規 定す る条例 で定

める割合は、 3分の 2と す る。

法附則第 15条 第 32項 第 1号 口に規 定

する設備について同号に規定する条例で定

4
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改  正  案 改  正  前

める割合 は、 3分の 2と す る。

5 法 附 即1第 15久大 常

する設備について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

6 法附則第 1_5条 第 33項第 1号 二に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

7 法附則第 15条第 33項 第 1号 ホに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

8 法 附 目|1箪 15 粂 鎮 33項 第 2号ノr に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

9 法附則第 15条第 33項 第 2号 口に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分 の 3と する。

10 法附則第 15条第 33項 第 3号イに規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と す る。

11 法附則 第 15条 第 33項 第 3号 口に規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と す る。

12 法附則第 15条 第 33項 第 3号ハ に規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と す る。

13 法附則第 15条第 40項 に規定す る条

例で定める割合は、 5分の 4と す る。

14 法附則第 15条第 44項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と す る。

15 法附則第 15条第 47項 に規定す る条

例で定める割合は、零 とする。

16 略

(新築住宅等に対す る固定資産税 の減額の

規定の適用を受けようとす る者がすべき申

告 )

第 8条の 3 略

2～ 5 略

6 法附則第 15条の 9第 1項 の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

よ うとす る者は、当該耐震基準適合住宅に

係 る耐震 改修 が完 了 した 日か ら 3月 以 内

に、次に掲げる事項を記載 した申告書に当

該耐震改修 に要 した費用を証す る書類及び

当該耐震改修後の家屋が令

38項 第 1号ハ に規 定

8

に規 定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

6 法 附 則第 15条 筑 3 2項 第 1号 ニに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

7 法附則第 15条 第 e2項第 1号 ホに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

法附則第 15条 第 32項第 2号イに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分 の 3と する。

9 法 附 目|1範 15 祭 筆 32項 第 2号 ロに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と す る。

10 法附則第 15条第 32項 第 3号イに規

定す る設備 について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

附 貝J第 1 5条 第 32 項第 3号 ロに 規

定す る設備 について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

12 法附則第 15条 第 32頂第 3号ハに規

定す る設備 について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

13 法附貝J第 15条 第 39項 に規定す る条

例で定める割合は、 5分 の 4と する。

附 貝|1第 1 5 条第 43項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分 の 1と する。

15 法附則第 15条 第 46項 に規定す る条

例で定める割合は、零 とする。

16 田各

(新 築住宅等に対す る固定資産税の減額の

規定の適用 を受けよ うとす る者がすべ き申

告 )

第 8条 の 3 略

2～ 5 略

6 法附則第 15条の 9第 1項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受 け

ようとす る者は、当該耐震基準適合住宅 に

係 る耐震 改修 が完 了 した 日か ら 3月 以 内

に、次に掲げる事項 を記載 した申告書に当

該耐震改修に要 した費用を証す る書類及 び

当該耐震改修後の家屋が令

める割合 は、 3分の 2と す る。

5 法 附 則第 15条 第 3 2項 第 1号ハ

11 法

14 法

1
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改  正  案 改  正  前

19項 に規 定す る基 準 を満 たす こ とを証す

る書類 を添 付 して市長 に提 出 しな けれ ば な

らない。

(1)～ (6)略

7 略

(1)～ (3)略

但)令 附則 第 12条 第 23項 に掲 げ る者 に

該 当す る者 の住所 、氏名及 び 当該者 が 同

項各号のいずれ に該 当す るかの別

(5)略

俗)居 住 安 全改修 工事 に要 した費用並 び に

令 附則 第 12条 第 24項 に規 定す る補 助

金 等 、居 宅介護住 宅改修 費及 び介護 予 防

住宅改修費

(7)略

8 略

(1)～ 14)略

(5)熱損 失 防止 改修 工事 に要 した費用及 び

令 附則 第 12条 第 31項 に規 定す る補 助

金等

(6)略
9 略

10 略

(1)～ 14)略

(5)熱 損 失 防止改修 工事 に要 した費用及 び

令 附則 第 12条 第 31項 に規 定す る補 助

金等

(6)略

11 法附則 第 15条 の 10第 1項 の耐震 基

準適 合家屋 につ いて、同項 の規 定 の適用 を

受 け よ うとす る者 は、 当該 耐震 基 準適合 家

屋 に係 る耐震改修 が完 了 した 日か ら 3月 以

内に、次 に掲 げ る事項 を記載 した 申告書 に

法施 行規則 附則 第 7条第 13項 に規 定す る

補助 に係 る補助金確 定通知書 の写 し、建 築

物 の耐震 改修 の促進 に関す る法律 (平成 7

年 法律第 123号 )第 7条 又 は同法附則 第

3条 第 1項 の規定 に よる報告 の写 し及 び 当

該 耐 震 改 修 後 の 家屋 が令 附 則 第 12条 第

19項 に規 定す る基準 を満 たす こ とを証す

る書類 を添付 して市長 に提 出 しなけれ ばな

らない。

(1)～ (6)略
12 略

17項に規定す る基準を満たす ことを証す

る書類 を添付 して市長に提出 しなければな

らない。

(1)～ (6)略
7 略

(1)～ (31 略

側 令附則第 12条第 21項 に掲げる者に

該 当す る者の住所、氏名及び 当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別

(0 略

16)居住安全改修工事に要 した費用並びに

令附則第 12条第 22項 に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費

(η 略

8 略

(1)～ (4)略

(9 熱損失防止改修工事に要 した費用及び

令附則第 12条 第 29項 に規定する補助

金等

俗)略
9 略

10 略

(1)～ 14)略

15)熱損失防止改修工事に要 した費用及び

令附則第 12条第 29項 に規定する補助

金等

16)略

11 法附則第 15条 の 10第 1項の耐震基

準適合家屋 について、同項の規定の適用 を

受けようとす る者は、当該耐震基準適合家

屋に係 る耐震改修が完了 した 日か ら 3月 以

内に、次に掲げる事項を記載 した申告書に

法施行規則附則第 7条 第 13項 に規定す る

補助に係 る補助金確定通知書の写 し、建築

物の耐震改修の促進に関す る法律 (平 成 7

年法律第 123号 )第 7条又は同法附則第

3条第 1項の規定による報告の写 し及び当

該耐震改修後 の家屋 が令附則 第 12条 第

17項 に規 定す る基準 を満 たす こ とを証す

る書類 を添付 して市長 に提 出 しなけれ ばな

らない。

(1)～ (6)略
12 略
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改  正  案 改  正  前

(軽 自動車税の税率の特例 )

第 12条 の 3 平成 18年 3月 31日 までに

初めて道路運送車両法第 60条 第 1項後段

の規定による車両番号の指定 (次 項か ら第

4項 ま で に お い て 「 回車両番 号指 定 Jと

い う。)を 受けた法附則第 30条第 1項 に

規定す る三輪以上の軽 自動車に対す る令和

元年度分

__の 軽 自動車税に係 る第 90条 の規定の

適用については、当分の間、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

宇句は、それぞれ同表の右欄 に掲げる字句

とす る。

(削 除 )

第 2号ア

3 900円 4,600円

6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

(軽 自動車税の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条第 1項

に

規定する三輸以上の軽自動車に対する当該

軽自動車がネ刀めて道路運送車両法第 60条
第 1項 終 段 の 美耳常 に よ る 立 面 番 丹 の 指 市

(以 下 こ の 条 に お い て 「初 回 車 両番 号 指

と い た か

1__4年 を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽 自動車税に係 る第 90条 の規定の

適用については、当分の間、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

第 2号ア

3,900円 4,600円

6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4 500円

5, 000円 6 000円

2 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号

に 掲 げ る 三 輪 以 上 の 軽 自動 車 に対 す る第

90条 の規定の適用については、当該軽 自

重九童 が ▼ 歳 28 生 4 1日 か
'ぅ

平 成 29年

3月 31日 ま で の 間 に初回車両番号指定を

善 tサ た 場 合 に は 、 平 成 29 年 庁 ちヽ の 蝶 自動

車前 に限 り、次 の表 の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

る と

3 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車 (ガ ソリンを

内燃機関の燃料 として用いるものに限る。

以下この条 (第 5項 を除 く。)において同

じ卓 )に 対す る第 99条 の規定の適用につ

い て は、 当該 軽 自動 車が平成 28年 4月 1

日か ら平成 29年 3月 31日 までの間に初

回車両番 号指定 を受 けた場合 には、平成

9003 1,000円

6,900円 1, 800円

10, 80Q_円 2,700円
9,800円 0001

第 2号ア

0005 1,300円
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改  正  案 改  正  前

(削 除 )

2 法 附則 第 30条 第 2

(削 除 )

第 1号 及び第 2号

に掲 げ る三 輪 以 上の軽 自動 車 に対 す る第

90条 の規 定 の適用 につ いては、 当該軽 自

動 車 が平成 29年 4月 1日 か ら平成 30年
3月 31日 までの間に初 回車両番 号指 定 を

受 けた場合 には平成 30年 度分 の軽 自動車

税 に限 り、当該軽 自動 車 が平成 30年 4月

1日 か ら平成 31年 3月 31日 までの間 に

初 回 車 両番 号 指 定 を受 け た場 合 に は令 和

元年度 分の軽 自動車税 に限 り、次 の 表

の左欄 に掲 げ る同条 の規 定 中同表 の 中欄

に掲 げ る字句 は、それ ぞれ 同表 の右欄 に掲

げる字句 とす る。

1

1,000円9003

1,800円6,900円

10,80o円 2,700円

3 800 000

29年度分の軽 自動車税に限 り、次の表の

左欄 に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

と る

4 法附則第 30条第 5項第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車 (前 項の矧庁

の適用を受けるものを除 く。)に 対す る第

90条 の規定の適用については、当該軽 自

重九立 が 平 成 28 年 4 1日 か
')平

成 29年

3月 31日 までの間に初回車両番号指定を

受 lり た場合1こ と主、平成 29年度分の軽 自動

車税 に限 り、次 の表 の左欄 に掲 げ る同条 の

規定 中同表 の 中欄 に掲 げ る宇句 は、それ ぞ

イこ と る

5 法附則第 30条第 6項第 1号及び第 2号

に掲 げ る三輸以上 の軽 自動 車に対す る第

90条 の規定の適用については、当該軽 自

動車が平成 29年 4月 1日 か ら平成 30年
3月 31日 までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成 30年度分の軽 自動車

税に限 り、当該軽 自動車が平成 30年 4月

1日 か ら平成 31年 3月 31日 までの間に

初 回車両番 号指定 を受 けた場合 には平成

31年度分の軽 自動車税に限 り、第 2項 の

表の左欄 に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句 とする。

3,900円 0002

6,900円 3,500円

ユ_壁上_800円 5,400円
3,800円 900ユ

第 2号ア

0005 500

9003 OOO3

6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

8003 9002

第 2号ア

0005 8003
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改  正  案 改  正  前

5 1,300円

3 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車 (ガ ツリンを

内 燃 雑 P半耳の 状 対 ),1フ 用 い る 草、の に 限 るハ

以下 この項及 び次項 におい て同 じ。 )に 対

す る第 90条 の規定の適用 については、当

該軽 自動車が平成 29年 4月 1日 か ら平成

30年 3月 31日 までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成 30年度分の軽

自動車税に限 り、当該軽 自動車が平成 30
年 4月 1日 か ら平成 31年 3月 31日 まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和元年度 分の軽 自動車税に限 り、次の

表  の左欄 に掲げる同条の規定中同表の

中欄 に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句 とする。

に掲げる三輪以上の軽 自動車 (前 項の規定

の適用を受 けるものを除 く。)に 対す る第

90条 の規定の適用については、当該軽 自

動車が平成 29年 4月 1日 か ら平成 30年
3月 31日 までの間に初回車両番号指定を

受けた場合 には平成 30年度分の軽 自動車

税に限 り、当該軽 自動車が平成 30年 4月

1日 か ら平成 31年 3月 31日 までの間に

初 回車両番 号指定 を受 けた場合 には令和

元年度 分の軽 自動車税に限 り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄 に掲

げる字句 とす る。

第 2号ア

3 900 3 000

6, 900円 5 200

10 800 8 100

3,800円 2,900円

5, 000円 3,800円

(軽 自動車税の賦課徴収の特例 )

第 2号ア

3 900円 2,OOO円

6,900円 e,509円

1 0. 800円 5,400円

3,800円 1 900

5,000円 2 500

4 法附則第 3Q条第 4項第 1号及び第 2号

6

に 対

法附則第 30条第 7項 第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車

7 法附則第 30条第 8項第 1号及び第 2号

す る第 90条 の規定の適用 については、当

該軽 自動車が平成 29年 4月 1日 か ら平成

30年 3月 81日 までの間に初回車両番号

指定を受けた場合 には平成 30年度分の軽

自動車税 に限 り、当該軽 自動車が平成 30
年 4月 1日 か ら平成 31年 3月 31日 まで

の間に初回車両番号指定を受 けた場合には

平成 31年度分の軽 自動車税 に限 り、第 3

項の表の左欄 に掲げる同条の規定中同表の

中欄 に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる宇句 とする。

に掲げる三輪以上の軽 自動車 (前項の規定

の適用を受けるものを除 く。 )に 対す る第

90条の規定の適用については、当該軽 自

動車が平成 29年 4月 1日 か ら平成 30年
3月 31日 までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成 30年 度分の軽 自動車

税に限 り、当該軽 自動車が平成 30年 4月

1日 か ら平成 31年 3月 31日 までの間に

初 回車両番 号指定 を受 けた場合 には平成

31年度分の軽 自動車税 に限 り、第 4項 の

表の左欄 に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄 に掲

げる宇句 とする。

(軽 自動車税の賦課徴収の特例 )
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改  正  案 改  正  前

第 12条の 3の 2 市長は、軽 自動車税の賦

課徴収 に関 し、三輪以上の軽 自動車が前条

第 2項か ら第 4項 までの規定の適用を受け

る三輪以上の軽 自動車に該当す るか どうか

の判断 をす るときは、国土交通大臣の認定

等 (法 附則第 30条 の 2第 1項 に規定す る

国土交通大臣の認定等 をい う。次項におい

て同 じ。 )に 基づ き当該判断をするもの と

する。

2～ 4 略

(東 日本大震災に係 る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条  略

2 法附則第 56条 第 1項 (同 条第 2項 にお

いて準用す る場合 を含む。)の規定の適用

を受 ける土地に係 る平成 24年度か ら令和

3年度 までの各年度分の固定資産税 につ

いては、第 82条 の 4の規定は、適用 しな

い 。

3 略

(1)代 表者 の住所 、氏 ¬々又 は名 称及び個 人

番 号又 は法人番 号 (個 人番 号又 は法人番

号 を有 しない者 にあ っては、住所及 び氏

名 又は名称 )

(2)～ (5)略
4 法附則 第 56条 第 9項 の規 定 に よ り特 定

被 災 共 用 土 地 とみ な され た特 定 仮 換 地 等

(以 下 この項において 「特定仮換地等」 と

い う。)に 係 る固定資産税額の核分の申出

については、前項中 「特定被災共用土地納

税義務者」 とあるのは 「特定仮換地等納税

義務者」 と、 「特定被災共用土地のJと あ

るのは 「特定仮換地等の」 と、 「特定被災

対応す る従前の土地である特定被災共用上

地に」 とする。

5 略

6 法附則第 56条 第 11項の規定の適用を

受 ける家屋 に係 る平成 24年 度 か ら令和

4年度 までの各年度分の固定資産税 につ

いては、附則第 8条 の 3第 1項か ら第 5項

までの規定は、適用 しない。

7 略

共 用 土 地 に」 とあ るの は 「特定仮 ナイlJ等 に

第 12条の 3の 2 市長は、軽 自動車税の賦

課徴収に関 し、三輪以上の軽 自動車が前条

第 2項 か ら第 7項 までの規定の適用を受け

る三輪以上の軽 自動車に該当す るかどうか

の判断をす るときは、国土交通大臣の認定

等 (法 附則第 30条 の 2第 1項 に規定す る

国土交通大臣の認定等 をい う。次項におい

て同 じ。)に 基づき当該判断 をす るもの と

す る。

2～ 4 略

(東 日本大震災に係 る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条 略

2 法附則第 56条第 1頂 (同 条第 2項 にお

いて準用す る場合 を含む。)の規定の適用

を受ける土地に係 る平成 24年度から平成

38年度までの各年度分の固定資産税につ

いては、第 82条 の 4の規定は、適用 しな

い 。

3 略

(1)代 表者 の住所 、氏名 又 は名称及び個人

番 号又 は法人番 号 (個 人番 号又 は法人番

号 を有 しない者 にあつては、住所及び氏

名

(2)～ ⑬ 略

4 法附則第 56条第 9項 の規定により特定

被災共用土地 とみなされた仮換地等 (

以 下 この項 において 「仮換 地等 J  と

い う。)に係 る固定資産税額の按分の申出

については、前項中 「特定被災共用土地納

税義務者」 とあるのは 「仮換地等納税義務

者  」 と、 「特定被災共用土地の」 とあ

るのは 「仮換地等の  」 と、 「特定被災

対応す る従前の土地である特定被災共用上

地に」とする。

5 略

6 法附則第 56条第 11項の規定の適用 を

受 ける家屋 に係 る平成 24年 度 か ら平成

34年度までの各年度分の固定資産税につ

いては、附則第 8条 の 3第 1項か ら第 5項

までの規定は、適用 しない。

7 略

共 用 土地 に」 とあるのは 「仮換地等 に
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改  正  案 改  正  前

(市民税の申告 )

第 28条 略

2～ 4 略

5 第 1項又は前項の場合において、前年に

お 比ヽて支払 を受 けた給与で所得税法第

190条 の規 定の適 用 を受 けた ものを有す

る者 で市 内 に住 所 を するものが、第 1項

の申告書を提出す るときは、法第 317条
の 2第 1項各 号 に掲 げ る事項 の うち法施行

規則で定めるものについては、法施行規則

で定める記載によることができる。

(追加 )

6～ 8 略

(個 人の市民税に係 る給与所得者の扶養親

族等申告書 )

第 29条 の 2 所得税法第 194条 第 1項 の

規定により同項に規定す る申告書を提出 し

なければな らない者 (以 下この条において

「給与所得者」 とい う。)で市内に住所を

有す るものは、当該申告書の提出の際に経

由すべ き同項 に規定す る給与等 の支払者

(以 下この条において 「給与支払者Jと い

う。)か ら毎年最初に給与の支払を受ける

日の前 日までに、法施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載 した申告

書を、当該給与支払者 を経由 して、市長に

提出 しなければならない。

(1)及 び12)

Q 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨   (追 加)

141略
2～ 5 略

(個 人の市民税 に係 る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書 )

第 29条 の 3 所得税法第 203条 の 6第 1

項の規定によ り同項に規定する申告書を提

出 しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定す る公的年金等 (所 得税

法第 203条 の 7の規定の適用を受けるも

のを除 く。以下この項において 「公的年金

等 Jと い う。 )の 支 払 を受 け る者 で あ っ

て 、 扶 養 親 族 (控 除 対 象 扶 養 親 族 を 除

(市 民税の申告 )

第 28条 略

2～ 4 略

5～ 7 略

(個 人の市民税に係 る給与所得者 の扶養親

族 申告書 )

第 29条 の 2 所得税法第 194条 第 1項 の

規定によ り同項に規定す る申告書 を提出 し

なけれ ばな らない者 (以 下 この条 において

「給与所得者」 とい う。)で市内に住所を

有す るものは、当該 申告書の提 出の際に経

由す べ き同項 の    給 与等 の支払者

(以 下 この条において 「給与支払者」 とい

う。)か ら毎年最初に給与の支払 を受 ける

日の前 日までに、法施行規則で定めるとこ

ろによ り、次に掲げる事項を記載 した申告

書 を、当該給与支払者 を経 由 して、市長 に

提出 しなければならない。

(1)及 び (動

13)略
2～ 5 略

(個 人の市民税に係 る公的年金等受給者 の

扶養親族申告書 )

第 29条 の 3 所得税法免_p03条 の 5第 1

項の規定によ り同項に現定す る申告書を提

出 しなければならない者

(2 第 2条の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

2

く6)を 有す る者若 くは 単身 児童扶 蕃 者

である者 (以 下 この条において 「公的年金

等受給者」 とい う。 )で 市内に住所 を有す

るものは、当該 申告書の提出の際に経由す

べ き所得税 法第 203 の 6第 1項 に規定

す る公的年金等の支払者 (以 下この条にお

いて 「公的年金等支払者」 とい う。)か ら

毎年最初に公 的年金 等 の 支

払を受 ける日の前 日までに、法施行規則で

定めるところによ り、次に掲げる事項を記

載 した申告書を、当該公的年金等支払者を

経 由 して、市長 に提 出 しなけれ ばな らな

い。

(1)及 び12)略

Q 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨 (追加)

14)略

前項又は法第 317条 の 3の 3第 1項 の

規定による申告書を公的年金等支払者を経

由 して提出す る場合 において、当該 申告書

に記載すべ き事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者 を経 由 して提出した

前項又は法第 317条 の 3の 3第 1項 の規

定による申告書に記載 した事項 と異動がな

い ときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第 203条 の 6第

2項 に規定す る国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限 り、法施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第 317条 の 3の 3

第 1項の規定によ り記載すべき事項に代え

て当該異動がない 旨を記載 した前項又は法

第 317条 の 3の 3第 1項 の規定による申

告書を提出することができる。

略

公的年金等受給者 は、第 1項の規定によ

る申告書の提出の際に経 由すべき公的年金

等支払者が所得税法第 203条 の 6第 6項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合 には、法施行規則で定める

ところに よ り、 当該 申告 書の提 出に代 え

て、当該公的年金等支払者 に対 し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法によ り

提供することができる。

略

3

4

5

(以 下 この条において 「公的年金

等受給者」 とい う。 )で市内に住所を有す

るものは、当該 申告書の提出の際に経 由す

べ き同項の

公的年金等の支払者 (以 下 この条にお

いて 「公的年金等支払者」 とい う。)か ら

毎年最初に同項に規定す る公的年金等の支

払 を受 ける 日の前 日までに、法施行規則で

定めるところによ り、次に掲げる事項 を記

載 した中告書を、当該公的年金等支払者 を

経 由 して、市長 に提 出 しなけれ ばな らな

い。

(1)及 び (動 略

俗)円各

2 前項又は法第 317条 の 3の 3第 1項 の

規定による申告書を公的年金等支払者 を経

由 して提 出す る場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者 を経 由 して提出 した

前項又は法第 317条 の 3の 3第 1項の規

定による中告書に記載 した事項 と異動がな

い ときは、公的年金等受給者 は、当該公的

年金等支払者が所得税法第 203条 の 5第

2項 に規定す る国税庁長官の承認 を受 けて

い る場合に限 り、法施行規則 で定めるとこ

ろによ り、前項又は法第 317条 の 3の 3

第 1項 の規定により記載すべき事項に代え

て当該異動がない旨を記載 した前項又は法

第 317条 の 3の 3第 1項 の規定による申

告書を提出することができる。

3 略

4 公的年金等受給者は、第 1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第 203条 の 5第 5項

に規定す る納税地の所轄税務署長の承認 を

受 けている場合には、法施行規則で定める

ところに よ り、 当該 申告書 の提 出に代 え

て、当該公的年金等支払者に対 し、当該 申

告書に記載すべき事項を電磁的方法により

提供することができる。

5  冊各
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改  正  案 改  正  前

(市民税に係 る不申告に関する過料 )

第 30条  市民税の納税義務者が、第 28条
第 1項若 しくは第 2項 の規定により 提出

すべき申告書を正当の理由がなくて提出 し

なかつた場合又は同条第 7項若 しくは第 8

項の規定により 申告すべ き事項について

正当な理由がなくて申告を しなかつた場合

には   、その者に対 し、 10万 円以下

の過料を科する。

2及び 3 略

(環境性能割の減免 )

第 89条の 8 略

(環境性能割の課税免除 )

第 89条 の 9 特定非営利活動法人が設立の

日以後 3年以内に特定非営利活動事業の用

に供す る三輪以上の軽 自動車について次の

各号のけずれかに該当する取得をしたとき

は、環境性能割 を課 さない 6

(2)

無償による取得

寄附金、補助金、会費その他これらの

性質を有す る収入 (特 定非営利活動法人

が行 う資産の譲渡若 しくは貸付け又は役

務_の 提去 の対価 として得 るもの を除

く。 )に よる取得 (追加 )

附 則

(特別土地保有税の課税の特例 )

第 12条の 2 略

(軽 自動車税の環境性能割の非課税 )

第 12条の 2の 2 法第 451条 第 1項第 1

号 (同 条第 4項 にお いて準用す る場合 を含

む。)に掲げる三輪以上の軽 自動車 (自 家

用 の ものに限 る。以下 この条 において同

じ6)に 対 しては、当該三輪以上の軽 自動

車の取得が令和元年 10月 1日 か ら令和 2

年 9月 30日 までの間 (附則第 12条の 2

の 7第 e項 において 「特定期 間」 とい

う。)に行われた ときに限 り、第 88条第

1項の規定にかかわ らず、軽 自動車税の環

境性能割を課 さない。 (追加 )

(軽 自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例 )

第 12条の 2の 3 略

2 新潟県知事は、当分の間、前項の規定に

より行 う軽自動車税の環覚性能型の賦課徴

側
一

(市 民税に係 る不申告に関する過料 )

第 30条  市民税の納税義務者が、第 28条
第 1項若 しくは第 2項 の規定によって提出

すべ き申告書 を正 当の理由がな くて提出 し

なかった場合又は同条第 6項若 しくは第 7

項の規定によつて申告すべ き事項について

正 当な理 由がな くて中告を しなかった場合

においては、その者に対 し、 10万 円以下

の過料を科する。

2及 び 3 略

(環境性能割の減免 )

第 89条の 8 略

附  則

(特別土地保有税 の課税 の特例 )

第 12条の 2 略

(軽 自動 車税 の環境性能割 の賦 課徴 収 の特

例 )

第 12条 の 2の 2 略
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改  正  案 改  正  前

収 に 関 し、 三 輪 以 上 の軽 自動 車 が 法 第

446条 第 1項 (同 笛 2項 に お い て 準 用

す る場合 を含 むω ) は法 第 451条 第 1

項若 しくは第 2項 (こ れ らの規定を同条第

4項 にお い て準用 す る場 合 力合 すoハ )の 滴

用 を受 け る三輪以上 の辱 自動 童 に該 当す る

かどうかの判断をす とき は、 国 土交 通 大

臣 の認 庁等 (法 附 則 29 条 の 9 筑 3項 |こ

規 定す る国土交通 大 臣の認 定等 をい う。 次

項 にお い て 同 じ6)に 来 づ き 当該 判 断 をす

るものとする。 (追加 )

3 新 潟 貝 範 専 ι士 当 今 の 聞  雀 1 テ百 の 十日常

によ り賦課徴収を行 う軽 自動車税の環境性

能割 につ き、その納 す べ き額 につ い て不

足額 が ある こ とを附 第 12条 の 2の 5の

規定により読み替えられた第 89条 の 6第

1項 の納期 限 (納 期 の 延 長 が あ っ た と き

は、その延 長 され た 期 限 )後 にお い て知

つた場合において、当該事実が生 じた原因

が、国土交通大 臣の 庁等 の 申請 を した者

が偽 りその他 不正 の手段 (当 該 申請 を した

者 に 当該 申請 に必 要 情 報 力直オ著叉は 間キ笙‐

に提供 した者 の偽 り の仙 不 正 の 手段 を含

す|へ )に よ り国 土交 大 顧 の 認 常 筆 狩 呼 tサ

た こ とを事 由 として国土交通大 臣が 当該 国

土交通大 臣の認 定等 取 り消 した こ とに よ

る ヰ、ので あ る とき は 、 当該 申請 力 1ン た 者 叉

は そ の一般 承継 人 を 当該 不 犀額 に係 る三輸

以 卜の 軽 自動 車 に つ い て 渋 附 目|1笛 29 条 の

11の 規 定 に よ りその例 に よる こ ととされ

た法第 161条 第 1 に頬 庁す る 申告 書 を

提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得

者 とみなして、軽自動車税Q兵覧性能割に

関す る規定 を適用す る。 (追加 )

1生 前項の規定の適用がある場合における納

付 す べ き軽 自動 車税 の環 靖 ′
l｀牛熊 割 の 額 は 、

同項 の不足額 に、 これ に 100分 の 10の

割合 を乗 じて計算 した金額 を加算 した金額

とす る。           (追 加 )

(軽 自動車税の環境性能割の減免の特例 )

第 12条 の 2の 4 略

(軽 自動 車税 の環境性 能割 の 申告納付 の特

例 )

第 12条の 2の 5 略

(軽 自動車税の環境性能割の減免の特例 )

第 12条の 2の 3 略

(軽 自動 車税 の環境性能割 の 申告納付 の特

例 )

第 12条 の 2の 4 略
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改  正  案 改  正  前

(軽 自動車税の環境性能割の税率の特例 )

第 12条の 2の 7 略

2 略

3 自家用の二輸以上の軽 自動車であって乗

用のものに対す る第 89条 の 4(第 2号に

係 る部分に限る。)及 び前項の規定の適用

については、当該軽 自動車の取得が特定期

間に行われた ときに限 り、これ らの規定中

「100分 の 2」 とあるのは、 「100分
(追加 )

(軽 自動車税の環境性能割に係 る徴収取扱

費の交付 )

第 12条の 2の 6 略

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条 の 3 法附則第 30条第 1項 に規定

す る三輪以上の軽 自動車に対す る当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項 に規定す

る車両番号の指定 (次 項か ら第 4項 までに

おいて 「初回車両番号指定」 とい う。)を

受けた月か ら起算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分の軽 自動車税の

種別割に係 る第 90条の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

表 略

2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号

に掲 げ る三輸以上の軽 自動車に対 す る第

90久大 の 矧 庁 の 滴 用 つ し てヽ l■  当 該 雄又白

動車が平成 31年 4 1日 か ら令 和 2年 3

月 31日 までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和 2年度分の軽 自動車税 の

種別割に限 り、当該 自動 童 が令 和 2年 4

月 1日 か ら令 和 3年 3月 31日 までの間 に

初回車両番号指定を受けた場合には令和 3

年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

a 10 800 2 700

の 1」 とする。

丁 う 子
′
ロ

第 2号

ア (イ )

3,900円 1,000円

9006 8001

(軽 自動車税の環境性能割の税率の特例 )

第 12条の 2の 6 略

2 略

(軽 自動車税 の環境性能割 に係 る徴収取扱

費の交付 )

第 12条の 2の 5 略

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条    に規定

する三輪以上の軽 自動車に対す る当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項 に規定す

る車両番号の指定

を

受 けた月 か ら超算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度 以後 の年度分 の軽 自動 車税 の

種別割 に係 る第 90条 の規 定の適用 につ い

て は、 当分 の間、次の表 の左欄 に掲 げ る同

条 の規 定 中同表 の 中欄 に掲 げ る字句 は、そ

れぞれ 同表 の右欄 に掲げる字句 とす る。

表 略
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改  正  案 改  正  前

第 2号

ア (ウ )b
3 800 1

5 000 1,300円

(追加 )

3 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号

に 揚 tず る法 第 446 箪 1 ア百筑 8 丹 に 類 庁

す る ガ ソ リン軽 白重チ1童 (以 下 こ の テ百形 イド潅

項 に お い て 「ガ ソ リン軽 自 草 | とい

うハ )の うち三 輪 以 Lの イゝ の に対 す る第

90条 の規定の適用 につ いて は、 当該 ガ ソ

リン軽 自 車 が 平 成 31年 4月 1日 か ら今

和 2年 3月 31 日までの間に初 車 両番 号

指定を受けた場合には令和 2年度分の軽 自

動車税の種別割 に限 り、当該ガソリン軽 自

動車が令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月

31日 まで の間に初 車 両番 号指 定 を受 け

た場合 には令和 3年 分 の軽 自動 車税 の種

別割 に限 り、次 の表 の左欄 に掲 る 同 久大 の

規 定 中 同表 の 中欄 に げる字句は、それぞ

れ と

(追加 )

4 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号

に掲げるガ ツリン軽 自動車の うち三輸以上

のもの (前 項 の規 定の適 用 を受 Iす るヰぅのを

険 く^)に 対 す る第 9 ∩ 祭 の 蒸耳市 の i商 用 に

つ い て は 、 当 言宏ガ ツ リ ン 蝶 自 童 バ ▼ 虚

31年 4月 1 日か ら令和 2年 3 31日 ま

での間に初 回車両番 指 定を受 けた場合 に

は令和 2年度分の軽 自動車税の種別割に限

り、当該ガ ツリン軽 自動車が令 2年 4月

1日 か ら令 不日3年 3 31日 までの間 に初

回車両番号指定を受けた場合 には令和 3年

度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の表

の左欄 に げ る同条 の規 定 中同 の 中欄 に

協 tずる字 旬 は 、 そ れ 漉鞘ず

0002第 2号

ア (イ )

900

3,過 00円9006

10,800円 5,400円
第 2号

ア (ウ )a
90013,800円

2,500円
第 2号

ア (ウ )b 5,000円

る宇句 す るハ

力′同 寿 の 芳 欄 に
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改  正  案 改  正  前

第 2号

ア (イ )

3 900 3 000

第 2号

ア (ウ )a

6 900 5 200

800 8 100

第 2号

ア (ウ )b

31800円 2,900円

5 000 3,800円

(追加 )

(軽 自動車税の種別割の貴武課徴収の特例 )

第 12条の 3の 2 市長は、軽 自動車税の種

別割の賦課徴収に関 し、三輪以上の軽 自動

車 が前条第 2項 か ら 4項までの規定の適

用 を受ける三輸以上の軽 自動車に該 当す る

か ど うか の半H断 をす ときは、国土交通 大

日〒の 認 市 筆

`渋

附 目II 30条 の 2第 1項 に

規定す る国土交通大臣の認定等をい う。次

項 に お い て 同 じハ )に 基づ き当該判 断 をす

るものとする。

生  市長は、納付すべき軽 自動車税の種別割

の 額 に つ い て 不 犀 客膏 あ ることを第 91条
第 2項 の納期限 (納 期限の延長があつた と

きは、その延長 された納期限)後 において

知 った場合 において、当該事実が生 じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者企堡塑 その他不正の手段 (当 該 申請 を し

た者に当該 申請に必要な情報を直接又は間

接に提供 した者の偽 りその他不正の手段 を

合 すoへ )に よ り 国 土 本 i誦 大 臣 の 認 市 赤挙 升 号

tす た こ とを事 由 と して国土交通大 臣が 当該

国 十 な 涌 ★ 臣 の 訳 市 ″取 り消 した こ ど́に

よるものであるときは、当該 申請を した者

又はその一般承継人 を賦課期 日現在におけ

る当該不足額 に係 る三輪以上の軽 自動車の

所 右 者 と み た し て 自動 車税 の種 別割 に

闇す る編 宰 (笛 9 6築 形 び 蜜 97 条 の 類 市

を除 く。)を適用する。

ュ  前項 の規定 の適用 があ る場合 にお ける納

付すべ き軽 自動車税 の種別割 の額 は、 同項

の不足額 に、 これ に 100分 の 10の 割 合

を乗 じて計算 した金額を加算 した金額 とす

る 。

第 12条の 3の 2 削除
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□ 第 3条 の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(個 人の市民税の非課税の範囲)

第 15条 略

(1)略

(劾  障害者 、未成年者、寡婦、寡夫又は単

身児 童扶養 者 (こ れ らの者 の前年 の合 計

所得 金額 が 135万 円を超 え る場合 を除

く。 )

2 略

附 則

(軽 自動車税 の種別割 の税率の特例 )

第 12条 の 3 法附則 第 30条 第 1項 に規 定

す る三輪以 上 の軽 自動 車に対す る当該軽 自

動 車が最初 の法 第 444条 第 3項 に規 定す

る車両番 号 の指 定 (次 項か ら第 5項 まで に

お いて 「初 回車 両番 号指定 Jと い う。 )を

受 けた月か ら起算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度 以後 の年度分 の軽 自動 車税 の

種別割 に係 る第 90条 の規定の適用 につ い

て は、 当分 の間 、次 の表 の左欄 に掲 げ る同

条 の規 定 中同表 の 中欄 に掲 げる宇句 は、そ

れ ぞれ 同表 の右欄 に掲 げる宇句 とす る。

表  略

2～ 4 略

5 法附則第 30条 第 2項第 1号及び第 2号

に掲 げ る 輪以 上の 自動 車の うち 、 自家

用 の乗 用の もの に対す る第 90条 の規 定 の

適 用 につ い ては、 当 辱 自動 童 が イ各不日3年

4月 1日 か ら令 和 4 年 周 31 日
=

で の3 F日日

に初回車両番号指定を受けた場合には_全コ

4 年 庁 ノヵ＼の 軽 自動 童 の 赤請RII害ドに Б彫り  当

該軽 自動車が令和 4年 4月 1日 か ら令 和 5

年 3月 31日 までの間 に初 回車 両番 号指 定

を受 けた場合 には令 5年庁今 の軽 自動 車

税の種別割に限 り、第 2項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の 欄に掲げる字句 とす

る。              (追 加 )

(軽 自動車税 の種別割 の賦 R泉 徴収の特例 )

第 12条 の 3の 2 市長 は、軽 自動車税 の種

別 割 の賦課 徴収 に関 し、三輪以上の軽 自動

車 が前条第 2項 か ら第 5項 までの規 定 の適

用 を受 ける三輪 以上の軽 自動車 に該 当す る

(個 人の市民税の非課税の範囲 )

第 15条 略

(1)略

(劾  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫

(こ れ らの者 の前年の合計

所得金額が 135万 円を超 える場合 を除

く。 )

2 略

附 則

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条 第 1項 に規定

す る三輪以上の軽 自動車に対す る当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項に規定す

る車両番号の指定 (次 項か ら第 4項までに

おいて 「初回車両番号指定」 とい う。)を
受 けた月か ら起算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分の軽 自動車税の

種別割に係 る第 90条 の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄 に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

表 略

2～ 4 略

(軽 自動車税 の種別割 の賦課徴収の特例 )

第 12条 の 3の 2 市長 は、軽 自動車税 の種

別 割 の賦課徴収 に関 し、三 輪以上 の軽 自動

車 が前条第 2項 か ら第 4項 まで の規定 の適

用 を受 ける三輸以上 の軽 自動 車 に該 当す る
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改  正  案 改  正  前

か どうかの判断をす るときは、国土交通大

臣の認定等 (法 附則第 30条 の 2第 1項 に

規定す る国土交通大臣の認定等をい う。次

項において同 じ。)に 基づ き当該判断をす

るものとする。

2及 び 3 略

か どうかの判断をす るときは、国土交通大

臣の認定等 (法 附則第 30条 の 2第 1項に

規定す る国土交通大臣の認定等 をい う。次

項において同 じ。)に基づ き当該判断 をす

るものとする。

2及び 3 略
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(4)第 4条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(上越市市税条例の一部改正 )

第 1条 略

第 1条の 2 略

略

附則第 12条 の 2の 次 に次の 5条 を加 え

る。

第 12条の 2の 2～第 12条 の 2の 5 略

(軽 自動 車税 の環境 性 能割 の税 率 の特

例 )

第 12条の 2の 6 略

2 自家用の三輪以上の軽 自動車に対す る

第 89条 の 4(第 3号 に係 る部 分 に限

る。 )の 規定の適用 については、当分の

間 、 同号 中 「 100分 の 3」 とあ るの

イま、 「100ノ刀
＼の 2」 とす る。

附則第 12条 の 3の 見出 し中 「軽 自動車

税」の次に 「の種別割」を加 え、同条第 1

項 中 「平 成 18年 3月 31 ま で に 加 め て

道路運送車両法第 60条 第 1項後段の規定

に よる車両番 号 の指 (次 項 か ら第 4項 ま

で に お い て 「初 回 車 両 番 号

t十 た 浅 附 目II筑 30条 筑 工百 1  易}

「法 附則第 30条 Jに 「令和 元年度 分 |

付=|  と い

う^)を 1

を 「当該軽 自動車が最初の法第 444条 第

3項 1こ 規 す る 菫 両悉 号 の指 庁 券″号 tサ た 月

か ら起算 して 14年 経渦 した月の属する

年度 以後 の年 度 分 」 に改 め、 「軽 自動 車

税」の次に 「の種別割」 を加 え、同項の表

を次のように改める。

表 略

附則第 12条 の 3第 2項か ら第 4項 まで

を削る。

(上越市市税条例の一部改正 )

第 1条 略

第 1条 の 2 略

略

附則第 12条 の 2の 次に次の 5条 を加 え

る。

第 12条の 2の 2～第 12条の 2の 5 略

(軽 自動車税 の環境性能割 の税率の特

例 )

第 12条の 2の 6 略

2 自家用の三輪以上の軽 自動車に対す る

第 89条 の 4(第 3号 に係 る部分 に限

る。)の規定の適用については____
、同号 中 「 100分 の 3」 とあるの

イま、 「100/刀` の 2」 と
~"る

。

附則第 12条 の 3の 見出 し中 「軽 自動車

税」の次に 「の種別割」を加 え、同条第 1

項中 「初めて道路運送車両法第 60条第 1

に改 め、 「軽 自動車

税」 の次に 「の種別割 」 を加 え、同項 の表

を次のよ うに改める。

表 略

附則 第 12条 の 3第 2項か ら第 7項まで

を削 る。

項 後 段 の規 定 に よ る」 を 「最 初 の法 第

444条 第 3項 に規 す る
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(51 第 5条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(上越市市税条例の一部改正 )

第 1条 略

略

第 45条 第 1項 中 「による申告書」の次

に 「 (第 10項、第 11項及び第 13項 に

お いて 「納税 申告書」 とい う。 )」 を加

え、同条第 7項 中 「第 47条 の 2第 2項 J

を 「第 47条 の 2第 4項」に改め、同項を

同条第 9項 とし、同条第 6項 を同条第 8項

と し、同条第 5項 中 「第 3項 の場合」 を

「第 5項 の場合」に改め、同項を同条第 7

項 とし、同条第 4項 を同条第 6項 とし、同

条第 3項 中 「第 5項第 1号」を 「第 7項第

1号」に改め、同項を同条第 5項 とし、同

条第 2頂 中 「法の施行地に本店若 しくは主

た る事務所若 しくは事業所 を有する法人 J

を 「内国法人」 に、 「第 321条 の 8第

24項 」 を 「第 321条 の 8第 26項 」

に、 「前項」を 「第 1項」に改め、同項を

同条第 4項 とし、同条第 1項 の次に次の 2

項を加える。

2及び 3 略

第 45条に次の 8項 を加える。

10 法第 321条 の 8第 42項 に規定す

る特定法人である内国法人は、第 1項 の

規定によ り、納税 申告書によ り行 うこと

とされている法人の市民税の申告につい

ては、同項の規定にかかわ らず、同条第

42項及び法施行規則で定めるところに

より、納税 申告書に記載すべ きもの とさ

れている事項 (次 項及び第 12項におい

て 「申告書記載事項」 とい う。)を 、法

第 762条 第 1号に規定す る地方税関係

手続用電子情報処理組織 を使用 し、か

つ、地方税共同機構 (第 12項 において

「機構」 とい う。)を 経由 して行 う方法

により市

長に提供す ることによ り、行わなければ

ならない。

11 前項の規定により行われた同頂の申

告については、申告書記載事項が記載 さ

れた納税 申告書により行われたものとみ

(上越市市税条例の一部改正 )

第 1条 略

略

第 45条 第 1項 中「による申告書」の次

に 「 (第 10項及び第 11項      に

お いて 「納税 申告書」 とい う。 )」 を加

え、同条第 7項 中 「第 47条 の 2第 2項 」

を 「第 47条 の 2第 4項 」に改め、同項 を

同条第 9項 とし、同条第 6項 を同条第 8項

と し、同条第 5項 中 「第 3項 の場合」 を

「第 5項 の場合」に改め、同項 を同条第 7

項 とし、同条第 4項 を同条第 6項 とし、同

条第 3項 中 「第 5項第 1号 Jを 「第 7項 第

1号」に改め、同項 を同条第 5項 とし、同

条第 2項 中 「法の施行地に本店若 しくは主

た る事務所若 しくは事業所 を有す る法人」

を 「内国法人」 に、 「第 321条 の 8第
24項 」 を 「第 321条 の 8第 26項 」

に、 「前項」を 「第 1項」に改め、同項 を

同条第 4項 とし、同条第 1項 の次に次の 2

項を加える。

2及 び 3 略

第 45条に次の 3項を加える。

10 法第 321条 の 8第 42項 に規定す

る特定法人である内国法人は、第 1項 の

規定により、納税 申告書によ り行 うこと

とされている法人の市民税の申告につい

ては、同項の規定にかかわ らず、同条第

42項 及び法施行規則で定めるところに

よ り、納税 申告書に記載すべきもの とさ

れている事項 (次 項      におい

て 「申告書記載事項」 とい う。 )を 、法

第 762条 第 1号に規定す る地方税関係

手続用 電子情報処理組織 を使 用 し、か

つ、地方税共同機構 (第 12項 において

「機構」 とい う。)を経 由 して行 う方法

そ のイl竹 法 流 行 婦則 で定 め る方法 に よ り市

長に提供す ることによ り、行わなければ

ならない。

11 前項の規定によ り行われた同項の申

告については、申告書記載事項が記載 さ

れた納税 申告書によ り行われた もの とみ
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改  正  案 改  正  前

な して、 この条例又はこれに基づ く規則

の規定を適用す る。

12 第 10項の規定により行われた同項

の申告は、申告書記載事項が法第 762

条第 1号 の機構の使用に係 る電子計算機

(入 出力装置を含む。 )に備 えられたフ

ァイルヘの記録が された時に同項に規定

する市長に到達 したものとみなす。

13 第 10項の内国法人が、電気通信回

線 の故障 、災害 その他 の理 由に よ り地方

税関係手続用電子情報処理組織 を使用す

る こ とが 困 難 で あ と 認 め られ る場 合

で、 かつ 、同項 の規 庁 オ/滴 用 しない で納

耕 申 告 書 を操 出 す る こ ル んミで 共 る ル認 め

')れ
る場 t お い て 同「百の 市 矛 楢 用

しないで納税 申告書 狩枠 出す る こ とにつ

いて市長 の承認 を受 けた ときは、 当該 市

長 が 指 庁す る期 間 内 に行 う同 嘔 の 申 告 に

つ い て は 、 前 3項 の 婦 庁 は 、 消 用 しな

い ^ 1嵯 人耕 遊子寿 75 粂 の 4 範 2 電 の 申 請

書を同項に規定す る納税地の所轄税務署

長 に提出 した第 10頂 の内国法人が、当

該税務署長の承認 を受 け、又は当該税務

署長 の却下の処分を受 けていない旨を記

載 した法施行規則で定める書類 を、納税

申 告 書 の 出 期 限 の 前 日 ま で マ ι士 納

耕`申 告 書 に 添 付 して 当 該 繰 出 期 限 ま で

に、市長 に提 出 した場合 にお け る当該税

務 署長 が 定す る期 間 内 に行 同 項 の 申

告についてモ)、 同様 とする。  (追加 )

14 前項前段 の承認 を受 け よ うとす る内

国法 人 は、同項前段 の規定 の 用 を 弩 tす

ることが必要となった 事情 、 同項 前段 の

規 定 に よる指 定 を受 け よ うとす る期 間そ

の他 法施 規 則で定 め る事項 記 裁 した

申請書に法施行規則で定める書類 を添付

1ッ て 、 当該 期 間 の 開 造合の の 1 5日 節 支

でに、 これ を市長 に掃出 1ノ な |す ればな ら

ない。 (追加 )

15 第 13項 の規 定 の i商 用 力 号 1サ て い る

内 国 法 人 は 、 第 10 項 の 申 告 に つ き 第

13項 の 定 の滴 用 を受 け る >升 や め

よ うとす るときは、そ の 旨そ の他 法施 行

記 識 lッ た届 出書 を市規 則 で 定 め る事 項 を

な して 、 この条例又 は これ に基 づ く規則

の規定 を適用す る。

12 第 10項 の規 定 に よ り行 われ た 同頂

の 申告 は、 渋 第 762

条第 1号 の機構の使用 に係 る電子計算機

(入 出力装置を含む。 )に備 え られたフ

ァイルヘの記録が された時に同項に規定

す る市長に到達 したものとみなす。
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改  正  案 改  正  前

長 に提出 しなければな らない。 (追加 )

16 第 13項前段の規定の適用を受けて

い る内国法人 につ き、法第 321条 の 8

第 51項 の処分又 は前項 の届 出書 の提 出

が あった ときは、 これ らの処分又 は届 出

書 の提 出が あった 日の翌 日以後 の第 13
I百 前 母 の 登月Fu月 ハ に行 う第 10項 の 申告 に

ついては、第 13項前段の規定は適用 し

ない。ただ し、当該内国法人が、同 日以

後新 た に同頂前段 の承認 を受 けた とき

は、この限 りでない。     (追 加 )

17 第 13項後段の規定の適用を受けて

いる内国法人につき、第 15項 の届出書

の提 出又 は法人税 法第 75条 の 4第 3項

芳 I夕 て ,士 笛 6 rtt r同 法 第 81条 の 24の

3第 2項 にお い て 準 用 す る場 合 を含

む。 )の 処分 が あった ときは、 これ らの

属 出 喜 の 掃 出 ▽ ι士 今 が あ った 日の 翌 日

以後 の第 13項 後段 の期 間内に行 う第

10項 の申告については、第 13項後段

の規 庁 は滴 用 しない。ただ し、当該内国

法人が、同 日以後新たに同項後段の書類

を提出した ときは、この限 りでない。

(追加 )

附 則

(施 行期 日)

第 1条  この条例は、公布の 日から施行す

る。ただ し、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1)～ 俗)略
14)第 2条 中上越市市税条例第 103条

第 3項 の改正規定 令和元年 10月 1

日

(51 第 1条 中上越市市税条例第 14条第

1項及び第 3項並びに第 45条第 1項

の改正規定並びに同条に 8項 を加 える

改正規定並びに次条第 4項の規定 令

和 2年 4月 1日

16)第 3条 並びに附則第 8条及び第 9条

の規定 令和 2年 10月 1日

17)第 1条 中上越市市税条例第 15条 第

1項第 2号の改正規定、同条第 2頂 の

改正規定 (第 2号に掲げる改正規定を

除 く。)並 びに同条例第 21条及び第

附 則

(施 行期 日)

第 1条  この条例 は、公布 の 日か ら施行 す

る。 た だ し、次 の各号 に掲 げ る規 定 は、

当該各号に定める 日か ら施行す る。

(1)～ (3)略

14)第 2条 中上越 市 市税 条例 第 103条
第 3項 の改正規 定 平 成 31 年 10月
1日

(51 第 1条 中上越市市税条例第 14条第

1項及び第 3項並びに第 45条 第 1項

の改正規定並びに同条に 3項 を加 える

改正規定並びに次条第 4項 の規定 平

成 32年 4月 1日

(6)第 3条 並びに附則第 8条 及び第 9条

の規定 平成 32年 10月 1日

(7)第 1条 中止越市市税条例第 15条 第

1項第 2号 の改正規定、同条第 2項 の

改正規定 (第 2号に掲げる改正規定を

除 く。)並びに同条例第 21条及び第
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改  正  案 改  正  前

24条 の改正規定並びに同条例附則第

3条 の 4の改正規定並びに次条第 2項

の規定 令和 3年 1月 1日

181 第 4条 並 び に附則 第 10条 及 び第

11条の規定 令和 3年 10月 1日

住0及 び住0 略

(市 民税に関する経過措置 )

第 2条  前条第 2号に掲げる規定による改

正後の上越市市税条例の規定中個人の市

後の年度分の個人の市民税 について適用

し、平成 30年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

2 前条第 7号 に掲げる規定による改正後

の上越市市税条例の規定中個人の市民税

に関す る部分は、令和 3年度 以後の年

度分の個人の市民税 について適用 し、全

和 2年度 分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。

3 略

4 新条例第 14条第 1項及び第 3項並び

に第 45条 第 10項か ら第 17項までの

規定は、前条第 5号 に掲げる規定の施行

の 日以後に開始す る事業年度分の法人の

市民税及び同 日以後に開始す る連結事業

年度分の法人の市民税 について適用 し、

同 日前に開始 した事業年度分の法人の市

民税及び同 日前に開始 した連結事業年度

分の法人の市民税については、なお従前

の例による。

(9)第 5条 の規定 令和 4年 10月 1日

民税 に関す る部分は、令和元年度 の以

24条 の改正規定並びに同条例附則第

3条の 4の 改正規定並びに次条第 2項

の規定 平成 33年 1月 1日

(8)第 4条 並び に附則 第 10条 及 び第

11条 の規定 平成 38年 10月 1日

後の年度分の個人の市民税 について適用

し、平成 30年 度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

2 前条第 7号 に掲げる規定による改正後

の上越市市税条例の規定中個人の市民税

に関す る部分は、平成 33年 度 以後 の年

度分の個人の市民税について適用 し、平

成 32年 度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。

3 略

4 新条例第 14条第 1項及び第 3項並び

に第 45条 第 10項か ら第 12項 までの

規定は、前条第 5号 に掲げる規定の施行

の 日以後に開始す る事業年度分の法人の

市民税及び同 日以後に開始す る連結事業

年度分の法人の市民税 について適用 し、

同 日前に開始 した事業年度分の法人の市

民税及び同 日前に開始 した連結事業年度

分の法人の市民税については、なお従前

の例による。

191 第 5条 の規定 平成 34年 10月 1

日

10及 び住0 略

(市民税に関する経過措置)

第 2条  前条第 2号に掲げる規定による改

正後の上越市市税条例の規定中個人の市

民税 に 関す る部 分 は、平成 31年 度 の以
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俗)第 6条の規定による上越市都市計画税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

附 則

1 略

(法 附則第 15条 第 40項 の条例 で定め る

割合 )

2 法 附則第 15条 第 40項 に規定す る条例

で定める割合は、 5分の 4と する。

(法 附則第 15条第 44項 の条例で定める

割合 )

3 法附則第 15条 第 44項 に規定す る条例

で定める割合は、 2分の 1と する。

4～ 13 略

14 法附則第 15条第 1項 、第 13項 、隻

18項 、 第 19項 、 第 21項 か ら第 25項

ま で 、第 27項 、第 28項、第

32項 、 第 36項 、 第 40項 、 第 43項 か

ら第 45項 まで若 しくは第 4_8項 か ら第

50項まで又は第 15条の 3の規定の適用

がある各年度分の都市計画税 に限 り、第 2

条第 2項 中 「又は第 28項か ら第 31項ま

でJと あるのは 「若 しくは第 28項か ら第

31項 まで又は法附則第 15条若 しくは第

15条の 3」 とす る。

附 則

1 略

(法 附則 第 15条 第 39項 の条例 で定 め る

割合 )

2 法附則第 15条第 39項 に規定す る条例

で定める割合は、 5分の 4と する。

(法 附則第 15条第 43項 の条例で定める

割合 )

3 法附則第 15条第 43項 に規定す る条例

で定める割合は、 2分 の 1と する。

4～ 13 略

14 法附則第 15条第 1項 、第 13項 、第

17項 、第 18項 、第 20項 か ら第 24項
まで、第 26項 、第 27項 、第 31項 、第

35項 、第 39項 、第 42項 、第 43項 、

第 44項 若 しくは第 47項
又は第 15条 の 3の 規定の適用

がある各年度分の都市計画税 に限 り、第 2

条第 2項中 「又は第 28項 か ら第 31項 ま

で」 とあるのは 「若 しくは第 28項 か ら第

31項 まで又は法附則第 15条若 しくは第

15条の 3」 とする。
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上越市市税条例等の一部改正の主な概要

1 個人市民税関係

(1)ふるさと納税制度 (寄附金税額控除)の見直 し

(第 24条の 2関係 )

ア 改正の概要

制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方団体が創意工夫をすること

により全国各地の地域活性化に繋げるため、ふるさと納税制度を見直す。

イ 見直 し後の基本的な枠組み

総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方団体

をふるさと納税 (特例控除)の対象として指定する。

①寄附金の募集を適正に実施する地方団体

② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団

体

・返礼品の返礼割合を 8割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

ウ 適用

令和 2年度以後の個人市民税の寄附金税額控除に適用

(2)住宅ローン控除制度 (住宅借入金等特別税額控除)の拡充に伴う措置

(附則第 5条の 3の 2関係 )

ア 改正の概要

所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間 (11年 目～13年 目)に

おいて、所得税額から控除しきれない額を、現行制度 と同じ控除限度額 (最高 13万

6千 5百円)の範囲内で個人市民税から控除する。なお、個人市民税の減収分は全

額国費 (地方特例交付金)で補填される。

イ 適用

消費税率 10%である住宅を取得 し、令和元年 10月 1日 から令和 2年 12月 31日

までの間に居住の用に供 した場合に適用

H30 H29

住宅借入金等特別税額控除額 13,535万 円 (3,904人 ) 12,247万 円 (3,599人 )

※ 参考 (過年度実績 )
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(3)個 人市民税の非課税措置

(第 15条関係 )

ア 改正の概要

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認 した上で支給される

児童扶養手当の支給を受けてお り、前年の合計所得金額が 135万 円以下であるひと

り親に対 し、個人市民税を非課税とする。

イ 影響額

△251万 円 (71人 )

ウ 適用

令和 3年度分以後に適用

2 軽自動車税関係

(1)需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減

(附則第 12条の 2の 2、 第 12条の 2の 7関係 )

ア 改正の概要

消費税率引上げに伴 う対応 として、取得時の負担感を緩和するため、令和元年 10

月 1日 から令和 2年 9月 80日 までの間に取得 した自家用乗用車に係る環境性能割に

ついて、税率 1%分 を軽減する特例措置を導入する。なお、軽自動車税環境性能割

の減収分は全額国費 (地方特例交付金)で補填される。

区分 臨時的1軽減

電気 自動車等

非課税 非課税

ガ ソリン車

ハイブ リッ ド車

LPG車

★☆★★かつ

2020年度基準+10%達成車

★★★★かつ

2020年度基準達成車
1% 非課税

★★★★かつ

2015年度基準+10%達成車
2% 1%

上記以外の車 2% 1%

※★★★★とは、平成 30年排出ガス基準 50%低減又は平成 17年排出ガス基準

75%低減達成車を表す。

イ 影響額

△1,500万 円 (令和元年度 。2年度)

ウ 適用

令和元年度、2年度の軽 自動車税環境性能割に適用
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(2)グ リーン化特例の見直し

(附則第 12条の3関係 )

ア 改正の概要

現行のグリーン化特例 (軽課)の適用期限を 2年延長する。(令和 3年度賦課分ま

で現行制度の維持)※①

令和 4年度・5年度は、対象車両を絞 り込み電気軽 自動車及び天然ガス軽自動車

に限 り、税率を概ね 75%軽減する特例措置を導入する。※②

イ 影響額

①2年間延長の影響額

②対象車両絞り込みの影響額

△1,694万 円 (令和 2年度・8年度)

1,694万 円 (令和 4年度・5年度 )

ウ 適用

令和 2年度～5年度の軽 自動車税種別割に適用

(3)特定非営利活動法人が取得する軽自動車に係る環境性能割の課税免除

(第 89条の 9関係 )

ア 改正の概要

令和元年 10月 1日 に自動車取得税 (県税)が廃止され、環境性能割 (市町村税 )

が創設されることに伴い、自動車取得税における課税免除の対象を現行と同様とす

るため、新たに規定を設ける。

イ 課税免除の基準概要

特定非営利活動法人が、設立の日以後 3年以内に特定非営利活動事業の用に供す

るために取得 した軽 自動車を対象 とする。

ウ 適用

令和元年 10月 1日 から軽自動車税環境性能割に適用
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 90号

提  出  課 契約検査課・用地管財課

工事請負契約の締結について

(木 田第 1庁舎受変電設備改修 工事 )

(1)見 積 年 月 日   令和元年 5月 10日

(2)仮 契約の相手方 ユアテ ック・城東電工 共同企業体

(上越市大字戸野 目古新田 489番地 1)

207,360,000円

(192,000,000円 )

209,520,000円

(194,000,000円 )

190,669,680円

(176,546,000円 )

契約締結の日から令和 2年 5月 31日 まで

随意契約

(上越市財務規則第 135条第 3項第 9号の規定に基づ く)

(3)契   約  額

(見 積 金 額 )

(4)予 定 価 格

(税 抜 価 格 )

(5)最 低 制 限 価 格

(税 抜 価 格 )

(6)

(7)

(8)

工

　

契

　

見

期

約 方 法

積 結 果

見 積 者

(第 3回入札時の最低応札者 )

見積金額 (円 )

ユアテ ック・城東電工 共同企業体 192,000,000

【不調となった入札結果】(入札を3回実施したが予定価格以下の応札がなかったため不調)

入  札  者
入札金額 (円 )

第 1回 第 2回 第 3回

1
ユアテ ンク・城東電工

共同企業体
209,150,000 202,800,000 197,000,000

2
東光 。電設

共同企業体
233,000,000 206,000,000 辞 退

3
大和 。共栄

共同企業体
238,000,000 207,000,000 辞 退

4
田辺 。水嶋

共同企業体
245,000,000 208,000,000 辞 退
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本田第 1庁舎受変電設備改修工事 工事概要

○昭和 51年 の木 田第 1庁舎建設当初か ら地下電気室内に設置 されている受変電設備が老

朽化 していることから、庁舎の停電事故の防止及び電気供給の安全性の確保を図るた

め、受変電設備の全面的な改修を行 う。 (令和 2年度までの債務負担行為を設定済み)

○工事概要

1 電気設備工事

・受変電設備の全面改修、配電盤 の更新等

2 機械設備工事
。電気室内の空調機器の新設等

3 建築工事
。電気室内の床改修、屋外空調室外機の基礎工事等

○受変電設備の状況及び改修内容

配電盤を更新する。 開放型変圧器を開鎖型 (キ ュービクルタイ

プ)に改修する。

○工事スケジュール

・令和元年 5月  仮契約

・令和元年 6月  議決後、本契約
。令和元年 7月  工事着手

・令和 2年 5月  完成 (予定)

※停電を伴 う工事は、閉庁 日に実施予定。 (全 18日 間)
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